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１ 「地方創生・人口減少克服」に向けて  
 

（関係府省）内閣官房、内閣府、総務省、法務省、財務省、文部科学省、 

厚生労働省、経済産業省、農林水産省、国土交通省、観光庁  

 

 

［１］趣 旨 

我が国では、本格的な人口減少社会に突入し、東京一極集中の傾向も依然として続いて

いるが、地方においては、出生数の減少に加え、若年層を中心とする人口流出によって、

人口減少が急速に進行している。今後、そのスピードがさらに加速することから、一刻も

早く人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある地域社会を構築していくことが、

喫緊の課題となっている。 

地方創生・人口減少克服を実効あるものとするためには、東京圏のみならず、各地方が

多様な姿で発展し、その多様性の中から新たな価値が生まれ、地域と人々が輝き続けるこ

とが重要である。 

地方創生なくして一億総活躍社会の実現はない。地方では、地域が直面している課題に

対し、創意工夫しながら主体的・自立的に魅力ある地域づくりの取組を推進するとともに、

国においては、日本全体の構造的な課題である「東京一極集中の是正」に自ら率先して取

り組むなど、国と地方が両輪となって進めていくことが不可欠である。 

加えて、昨年４月の改正出入国管理法の施行に伴い、令和元年度からの５年間で、最大

約 34 万５千人の外国人材を受け入れることとされている。外国人材の活躍が促進される

よう、「就労環境」と「生活環境」の両面から受入環境を整備し，中国地方の産業の発展

と多文化共生社会への理解につなげていくことが必要である。 

中国圏広域地方計画推進会議は、国家的課題である「地方創生・人口減少克服」に向け

て、引き続き、国と一丸となって全力で取組を進める決意である。 

国においても、地方創生に関する累次の要請事項を早期かつ確実に実現するとともに、

特に次の事項について直ちに断行するよう強く求める。 

 

 

［２］内 容 

１ 東京一極集中を是正するために 

「東京一極集中の是正」という日本全体の構造的な課題解決に向けて、地方への新しい

ひとの流れをつくるとともに、人口流出の抑制に取り組む必要がある。 

国は、第１期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき取組を進めてきたが、東京

圏への転入超過数は、２０１９年には約１５万人と取組開始前の２０１３年と比較して１．

５倍に拡大しており、第１期の検証においても、「施策効果が十分に発現するまでには至っ

ていない」と評価されている。 

こうした状況を踏まえ、第２期総合戦略では、「関係人口」の創出・拡大といった新たな

取組を盛り込み、「２０２４年度に地方と東京圏との転入・転出を均衡させる」という目標

を堅持して、政府関係機関・研究機関の地方移転や企業の地方拠点強化などによる地方へ

の移住・定着の推進に取り組むこととされた。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症のまん延に伴い、危機管理の面からもリスク

分散の重要性が改めて認識されたことから、より一層東京一極集中の是正や人づくりの推

進を図っていく必要があるため、速やかに次の措置を講じること。 

 

（１）大学の東京一極集中の是正の実現 

大学への進学や就職をきっかけとした若者の人口流出に歯止めをかけるため、 
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・地方大学の振興や若者の雇用創出につながる地方の取組に対する支援を充実すること。 

・大都市に集中している大学・研究施設の地方移転を重点的に進めること。 

・企業と大学等の壁を越えて、卓越した人材が活躍できるクロスアポイント制度や教員

へのインセンティブ制度の導入によって産学連携を推進し、地方大学の魅力向上を推

進すること。 
 

（２）企業の地方分散 

企業の地方移転促進実現のため、企業等の地方移転に向けた具体的なＫＰＩを設定す

るなど適切に進捗管理を行い、効果が発現していない施策については迅速に見直すなど

の措置を講じるとともに、 

・集中移転期間を設定の上、東京圏から地方へ本社機能を移転した企業に対する国独自

の移転促進交付金制度を創設すること。 

・地方への本社機能移転をより一層促進するため、地方拠点強化税制のさらなる拡充を

図るとともに、大都市と地方の法人税に差を設けるなど思い切った税制措置を講じる

こと。 

・東京圏から地方へ移転する企業の不動産譲渡益及び企業立地補助金の益金不算入制度

を創設すること。 

・企業のみではなく、移転を共にする従業員に対しての移住支援制度を創設すること。 

・そのほか、地方移転のインセンティブが働くよう、大胆かつ積極的な取組を立案し、

東京一極集中の解消に効果的な対策を講ずること。 
 

（３）国家戦略としての政府関係機関の地方分散 

政府関係機関移転基本方針で全面移転とされた機関はわずか３機関である。新たな移

転対象機関の検討を進めるなど、取組を一過性のものとすることなく、国家戦略として、

具体的なＫＰＩを設定した上で、 

・自ら移転可能な機関を示すなど、国が主体的に取り組むとともに、移転に伴う用地の

確保、施設の整備など、移転に要する経費については、国において負担することを原

則とすること。 

・共同研究の実施など、移転機関と地元の大学や企業等が連携した取組を推進すること

ができるよう、国の機関としての機能拡充を図ること。 

・中央省庁のサテライトオフィス設置を、単なる試行や地方創生に向けたアウトリーチ

支援に止めず、東京一極集中の是正に向けた具体の取組につなげること。 

・ＩＣＴを活用したテレビ会議やテレワーク等、サテライトオフィス設置の取組は、中

央省庁のほか独立行政法人も含めて行い、移転の可能性を広く検証すること。  

 

（４）「地方」への移住・定住、「関係人口」の創出・拡大 

過度な東京一極集中の是正を図り、地方への移住・定住を進めるため、 

・東京圏から地方への具体的な移住促進計画等を国が自ら率先して策定し、着実に実行

するよう取り組むこと。 

・地方で暮らすことに対する若者の意識改革に向け、高校生の地方留学制度の創設など、

若者が地方生活を体験する取組を進めること。 

・マスメディア等の活用により、地方志向へと価値観を大転換するような気運醸成を積

極的に進めること。 

・副業・兼業により地域貢献等を望む都市部人材の地方への還流を拡大するため、都市

部人材と地方企業とのマッチングの強化や受け入れ企業等の機運醸成、出し手側企業

へのインセンティブ付与など、効果的な仕組みづくりを進めるとともに、副業・兼業

人材の労働時間・健康管理等の制度整備にも努めること。 
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２ 地方創生の取組を推進するために 

イノベーションを通じて競争力を高め、強い地域経済をつくるためには、変化に富んだ

自然環境が育む多様な農林水産資源、世界に認められた豊富な観光資源などを生かして、

産業振興と雇用創出、交流人口の拡大など、地域の実情に応じた施策を展開していく必要

がある。 

また、地域住民一人ひとりが地域に愛着と誇りを持ち、国内外から魅力ある地域として

選ばれるためには、住みやすく個性ある豊かな地域づくりが必要である。 

このため、国においては、地域経済の好循環の拡大と持続的な地域運営に向けて地域の

実情を踏まえた次の支援策を講じること。 

 

（１）地域産業の競争力強化 

・企業の成長を後押しする規制緩和や新技術・新製品の開発支援など、地域産業の競争

力強化を促進する取組を一層充実すること。 

・ＡＩ・ＩｏＴ等を活用した生産性向上、経営基盤強化に取り組む中小企業・小規模事

業者への支援を充実すること。 

・都市圏の大企業等のプロフェッショナル人材が、地方の中堅・中小企業の事業経営に

参画する取組については、一定程度の期間、継続的に取り組むことが必要であり、引

き続き必要な財源を確保すること。 

 

（２）訪日外国人旅行者の受入促進  

訪日外国人旅行者を全国各地に誘導できるよう、 

・地方空港における国際定期路線の運休・減便の状況に鑑み、路線の維持に向け必要な

支援を実施すること。また、感染症の拡大が収束した段階においては、インバウンド

需要の回復に向けて、着陸料の減免やグランドハンドリングに係る費用への補助など、

路線の回復に必要な支援を行うこと。 

・国際観光旅客税について、自由度の高い財源としてＤＭＯを含む地方の観光振興施策

に充当できるよう、その仕組みの検討を早期に進め、税収の一定割合を地方に配分す

ること。 

・「広域連携ＤＭＯ」が、将来にわたり安定的かつ継続的な運営を行っていくことができ

るよう、現行制度に加え、地域再生エリアマネジメント負担金制度において、観光地

経営の権限と財源を確保できるよう制度を改正すること。 

 

（３）地域の実態に応じた「小さな拠点」づくりの推進 

中山間地域などの条件が厳しい地域では、買い物、医療、交通などの生活機能・サー

ビスの確保が緊急の課題となっている。 

そうした地域でも、安心して住み続けることができるよう、生活機能・サービスを集

約した施設や地域活動の拠点となる施設の整備、周辺地域との交通手段の確保など、地

域の実態に応じた小さな拠点形成の支援策を講じること。 

 

（４）中山間地域等の生活交通の維持・確保 

近年、人口減による利用者減、ドライバー不足等によりバス事業者等の撤退、路線の

縮小が顕著となってきていることから、住民の移動手段を維持・確保し、いつまでも安

心して住み続けられるよう、これまでのバスを中心とした支援制度だけではなく、地域

の実情・ニーズに応じた多様な生活交通手段による生活交通の維持・確保策に対して財

政支援の拡充を図ること。 

 

（５）地方創生関連予算の十分な確保及び地方創生推進交付金の自由度向上と規模拡大 

地方が、その地域の実情に応じた息の長い地方創生の取組を継続的かつ主体的に進め



- 4 -  

 

ていくため、 

・「まち・ひと・しごと創生事業費」を拡充すること。なお、これに係る地方交付税の算

定に当たっては、条件不利地域等では地方創生の目的達成に長期的な取組が必要であ

るという実情を的確に反映すること。 

・地方創生推進交付金について、その規模を確保・拡大し、継続的なものとすること。 

・地方創生推進交付金の運用に当たっては、地域の実情を踏まえた課題解決に向けた取

組を地方が自主的に実施できるよう、国の審査要件や使途の制約等の緩和を行うとと

もに、手続を簡素化すること。 

・地方創生推進交付金に係る地方財政負担については、引き続き、「まち・ひと・しごと

創生事業費」とは別に、地方財政措置を講じること。 

 

（６）デジタルトランスフォーメーションが切り拓く未来 

デジタル技術やデータの利活用により社会課題の解決と経済発展の両立を実現し、地

域社会をより便利で快適に、豊かに変えるデジタルトランスフォーメーションを推進す

るため、 

・中小企業・小規模事業者や農林漁業者がデジタル技術等を導入する意識付けや円滑な

導入ができるよう、情報発信や人的・財政的な支援の強化を図ること。 

・世界に先駆けて未来の生活を先行実現するためのスーパーシティ構想や、イノベーシ

ョンが世界中で予測困難なスピードと経路で進化するに当たっての試行錯誤を許容す

る地域型の規制サンドボックス制度を早期に実現すること。 

・デジタル技術等に精通した人材やデジタル技術を活用してイノベーションを創出でき

る人材等の育成、また、誰もが不安なくデジタル技術データを活用できるようにする

リテラシー教育を重要政策に位置づけ、ＥｄＴｅｃｈコンテンツやＳＴＥＡＭ学習の

機会創出により裾野を広げていくとともに、ＡＩやプログラミングなどについて「専

門性の民主化」を進め、バックグラウンドに関わらず多様な人材が専門知識を入手す

るハードルを下げるなど、人材育成の環境整備を促進すること。また、地方での確保

が難しいマネジメント層やエンジニア等について、都市から地方へ環流を促す仕組み

を創設すること。 

・光ファイバ網の未整備地域の早期解消、公設光ファイバ網の維持管理・更新への支援

の充実、都市部のみならず、条件不利地域を含む地方における、通信事業者による５

Ｇの早期整備を促進すること。 

・光ファイバなどのブロードバンド及び５Ｇをユニバーサルサービスの対象とするよう

制度の見直しを図ること。 

・ＩｏＴ機器の脆弱性に係る対策はもとより、セキュリティ対策の調査・研究を促進し、

Society5.0時代に向けたサイバーセキュリティの確保に努めること。 

 

３ 外国人材を受入・共生していくために 

（１）「特定技能」制度の円滑な運用と外国人材の活躍を促進する環境の整備 

・制度の運用について、地域の実情を踏まえた柔軟な受入分野の追加とその手順の明確

化、出入国在留管理庁における情報発信と相談対応の一元化や、地域の持続的発展に

も配慮した、大都市その他の特定地域への集中の防止策など、国の責任において実効

性のある対策を実施すること。 

・中小企業・小規模事業者においても、外国人材が能力と生産性を発揮できる環境が整

備できるよう、企業に対する十分な情報提供や必要な支援措置を国において講じると

ともに、地方公共団体が行う取組に対しても必要な財政措置を講じること。 

・国と地方が連携して課題に対応できるよう、外国人材の受入実態や課題など、国やそ

の関係団体が保有する情報を、地方公共団体と共有すること。 
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（２）多文化共生社会を支える仕組みづくり 

・外国人が安心して暮らすための取組を、地方自治体が計画的かつ総合的に実施できる

よう、地域の実情に十分に配慮の上、多言語総合相談ワンストップセンターの拡充や

地域日本語教育の総合的体制づくり支援の拡充など、必要な財政措置の確保・充実を

図ること。 

・多文化共生社会の実現のため、外国人住民への学校での日本語教育や災害時の多言語

情報の提供など、国の責任において一定のサービスを提供できる仕組みづくりを進め

ること。 
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２ 地方分権改革の推進及び地方税財源の充実確保について 
 

     （関係府省）内閣官房、内閣府、総務省、財務省、 

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、 

 

 

【地方分権改革の推進について】 

 

 

［１］趣 旨 

現在、我が国は、人口減少・超高齢社会の到来、首都圏一極集中の弊害など困難な課題

に直面している。これらの課題を解決し、我が国が持続的な発展を遂げるためには、地域

の多様性から生み出される競争力を国全体の成長につなげることが必要であり、そのため

にも、地方分権改革を推進し、真に自立した地域社会が形成される分権型国家への転換を

図らなければならない。 

平成１９年に地方分権改革推進委員会が設置されて以来、義務付け・枠付けの見直しや

国からの権限移譲等について、一定の成果が上げられてきたが、地域が抱える事情や課題

はそれぞれに異なり、未だ多様な問題を抱えている。地域の実情や住民のニーズを熟知す

る地方が、自らの判断と責任で地域の課題を解決するためには、地方分権改革のさらなる

推進が必要である。 

  ついては、次の内容について提案する。 

 

 

［２］内 容 

１ 地方分権改革の推進 

地方分権一括法の成立から２０年を超えるこれまでの取組により、地方分権改革は着実

に進展してきたが、未だ残された課題も多く、真の地方創生に向けて、地方が創意工夫し

ながら自らの発想で独自の施策が講じられるよう、 

・憲法改正に向けた議論を行う場合には、地方分権改革の実現を見据えた議論を行うこと。 

・国の事務を、国家としての存立に関する役割などに限定した形で国と地方の役割分担を

抜本的に見直し、権限の移譲や地方分権の推進基盤たる地方税財源の充実、税源の偏在

是正をさらに推し進めること。 

・制度的な課題として、「従うべき基準」が依然として存在していることに加え、補助金

交付の前提として計画策定を求められたり、努力義務にも関わらず計画策定状況を国が

公表する例など、実質的な義務付け・枠付けが新たな法令の制定のたびに増加している

ことや、法令の過剰・過密により地方の自主的な判断が抑制されている状況などを踏ま

え、「従うべき基準」の撤廃や法律と条例の効力の関係（立法における分権）など自治

立法のあり方について、多様な論点から議論を行うこと。 

・国から地方への権限移譲や地方に対する義務付け・枠付けの見直しについて、全国一律

による対応を基本としつつ、「ハローワーク特区」のように実証実験的な権限移譲等を

認めることとし、例えば広域連合の活用など、「地方分権改革特区」の導入を大胆に推

進すること。 

・国と地方が互いに協力して政策課題に対応していく観点から、協議の質を充実させるた

め、「国と地方の協議の場」に分野別の分科会を設置するなど、立法プロセスにおける

地方の意見を反映する仕組みを構築すること。 

 

２ 規制改革の推進 
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規制改革推進会議で議論されている「地方における規制改革」については、国と地方が

連携・協力し、十分協議を行った上で進めること。 

また、「国家戦略特区（地方創生特区を含む。）」については、地方の創意工夫による

大胆な取組を実現することができるよう、地方提案の積極的な採択を行うこと。 

 

３ 適切な財源措置の実施 

地方分権改革の推進に当たっては、社会資本整備の進捗状況を勘案しつつ、担うべき権

限に見合う財源を確保し、地方自治体の自主的・自立的な行政運営が可能となるよう、適

切な措置を講ずること。 

 

４ 道州制の検討  

道州制は、国と地方の双方のあり方を根本から見直す大改革であり、国民生活に大きな

影響を及ぼすと考えられることから、道州制の必要性、メリット・デメリット等を明確に

して積極的な情報発信を行い、広く国民的な議論を喚起すること。 
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【地方税財源の充実確保について】 

 

 

［１］趣 旨 

令和２年度の地方財政計画においては、地方税が増収となる中で、地方交付税総額は、東

日本大震災関係分を別枠で整理した上で、前年度を０．４兆円上回る１６．６兆円が、地方

一般財源総額は、地方が人づくり革命の実現や地方創生の推進、防災・減災対策等に取り組

みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、前年度を０．７兆円上回る６３．４兆

円が確保された。 

一方、臨時財政対策債については、国において可能な手段を最大限活用して発行抑制を図

り、前年度に比べて０．１兆円減となったものの、今後も既往の臨時財政対策債の元利償還

分が累積していくことが見込まれる中、地方財政制度の構造的な問題の解消に向けた抜本的

な対策が講じられていない。また、地方の歳出の大半は、法令等により義務付けられた経費

や、補助事業であり、これまで高齢化等の進展等に伴う社会保障関係費の増嵩分等について

は、国に先行した地方の懸命な歳出削減努力により吸収してきたのが実情である。 

さらに、近年、地方全体として基金残高が増加していることをもって地方財政に余裕があ

るかのような議論や、地方自治体ごとに異なる状況を踏まえず地方の財源を圧縮すべきとす

るような議論があるが全く不適当である。また、国・地方を合わせた基礎的財政収支の黒字

化につなげるため、地方財政についても国の取組と基調を合わせて歳出改革等に取り組むこ

ととされており、今後地方歳出の抑制圧力が高まることが懸念される。 

こうした状況に加え、新型コロナウイルスの影響による経済の下振れやそれに伴う地方の

税財源の大幅な減少が懸念される。地方公共団体においては、自らもさらなる歳出削減に努

めながら、国と連携・協力し、新型コロナウイルスの次なる波に備えた医療体制の充実や地

域経済の回復に向けた中長期的な対策を進めるとともに、地域の活性化、雇用の確保、医療・

介護・子育て支援の充実、教育振興等の地方創生、人口減少対策に全力を挙げて取り組んで

いかなければならない。 

ついては、地方創生に資する取組を地方が主体的かつ強力に推進するための国と地方を通

じた税財政制度の確立に向けて、次の事項について提案する。 
 

 

［２］内 容 

１  地方財政の充実強化 

（１）地方創生・人口減少対策をはじめ、地域経済活性化・雇用対策や防災・減災対策など、

地方の実情に沿ったきめ細かな施策を実施するためには、その基盤となる地方税財政の

安定を図ることが必要である。地方の創生なくして日本の創生はないということを踏ま

え、新型コロナウイルスの影響で疲弊した地域経済の立て直しを図るためにも、地方単

独事業を含めた社会保障関係費の増をはじめとする、地方の財政需要を地方財政計画に

的確に反映し、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を確保・充実すること。 

   近年、地方財政計画に計上される地方一般財源総額は増加しているものの、個別の団

体ごとにみると、都市部の団体は地方財政計画と同様に一般財源が増加する一方で、財

政力が弱い地方部の団体は一般財源が減少している現状がある。 

特に、地方交付税については、地域間の財政力格差を是正するとともに、どの地域に

住む住民にも一定の行政サービスを提供するために必要不可欠なものであり、「地方の

固有財源」であることから、その総額を確保・充実するとともに、個々の団体レベルで

の一般財源の確保・充実にも留意し、留保財源率のあり方の検討も含め財源保障機能と

財源調整機能の維持・充実を図ること。 

さらに、地方の歳入歳出の効率化を議論する場合には、地方団体が効率的・効果的に

行政運営を行うことは当然であるが、地方交付税はどの地域においても一定の行政サー
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ビスを提供するために標準的な経費を算定するものであるという本来のあり方を十分に

踏まえた上で、地方の行財政改革の意欲を損ねることのないよう、それにより生み出さ

れた財源は必ず地方に還元するとともに、地理的要因や人口規模等によりスケールメリ

ットが働かない地域の実情に配慮した措置を行うこと。 

 

（２）国においては、地方の財政調整基金などの残高の増加を取り上げて、地方団体の基金

残高の増加要因を分析し、国・地方を通じた財政資金の効率的な配分に向けて、地方財

政計画への反映につなげていくべきとの議論があるが、地方における近年の財政調整基

金の増加は、国を大きく上回る行財政改革や歳出抑制の努力を行う中で、災害や税収の

変動、社会保障関係費の増嵩や地方で特に進行している人口減少に備えた財政運営の年

度間調整の取組の現れである。また、地方は国と異なり、金融・経済政策・税制等の広

範な権限がなく、赤字地方債の発行も限定されていることから、不測の事態により生ず

る財源不足については、基金の取崩し等により収支均衡を図るほかないことを十分踏ま

えるべきである。実際に、平成３０年７月豪雨災害対応においては、多額の財政調整基

金を取り崩さざるを得ず、基金残高が一瞬にして激減するとともに、引き続き最優先で

取り組まなければならない被災者支援や復旧・復興事業に必要な財源の確保が大きな課

題となっている。このように、大規模災害が起きた際の地域の実情も踏まえると、地方

の基金残高の増加をもって地方財政に余裕があるかのような議論は妥当ではなく、断じ

て容認できないものであり、地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を確実

に確保すること。 

 

（３）臨時財政対策債により財源不足を埋める措置が常態化する中、令和２年度は財源不足

の縮小等により発行額が減少したものの、本来は地方交付税の法定率の引上げにより正

すことが地方交付税法に規定されている。今後も既往の臨時財政対策債の元利償還分が

累積していくことが見込まれ、構造的な問題の解決には至っていないことから、法定率

の引上げによる地方交付税の増額を行い、地方の借金増大につながる臨時財政対策債に

よる措置を解消すること。 

加えて、国が後年度に地方交付税により財源措置するとした臨時財政対策債や補正予

算債等の元利償還金の約束分については、他の基準財政需要額が圧縮されることのない

よう、確実に別枠で積み上げること。 

 

（４）地方が、その地域の実情に応じた地方創生の取組を継続的かつ主体的に進めていくた

め、令和２年度の地方財政計画にも計上された「まち・ひと・しごと創生事業費」を拡

充すること。なお、これに係る地方交付税の算定に当たっては、条件不利地域等では地

方創生の目的達成に長期的な取組が必要であることを的確に反映すること。 

また、国全体の人口減少問題の解決には、合計特殊出生率が低い都市部から出生率が

高い地方部へ若年層を移すことが必要である。このため、地方部が地方創生の取組を十

分に行えるように地方交付税を措置すること。 

さらに、今後も、地方創生・人口減少克服に向けた地域の課題解決には、産官学金労

言士の連携など、新たに策定された第２期「総合戦略」を踏まえた総合的な取組を継続

的に実施する必要があることから、令和２年度当初予算において１，０００億円が措置

された地方創生推進交付金については、こうした施策を確実に展開できるよう、拡充・

継続を図ること。その運用に当たっては、地域の実情を踏まえた課題解決に向けた取組

を地方が自主的に実施できるよう、国の審査要件や使途の制約等の緩和を行うほか、手

続を簡素化した上で、地方団体ごとの申請事業数や対象経費の制約などを大胆に排除す

ること。さらに、施設整備事業についても、ソフト施策と一体となって産業振興や地域

活性化等に十分な効果が見込まれる場合には要件を大幅に緩和するなど、より自由度の

高い内容となるよう、一層の制度拡充を図ること。 
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加えて、地方創生推進交付金に係る地方財政負担については、引き続き、「まち・ひと・

しごと創生事業費」とは別に、地方財政措置を講じること。 

 

（５）近年の地方財政計画における歳出は、人口減少や少子化への対応、また高齢化に伴う

社会保障関係費の自然増や地域経済活性化・雇用対策に係る増分を、地方の給与関係費

や投資的経費の削減、歳出特別枠により実質的に確保してきたと言える。 

現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、景気の先行きに不透明感が高まる中、

地方が責任をもって地域経済活性化等の取組を実施できるようにするため、都道府県分

の地方交付税の算定に当たっては、これまで歳出特別枠（地域経済・雇用対策費）が担

ってきた、財政力の弱い地方における地域経済活性化の取組を下支えする機能を引き続

き確保する必要がある。 

令和２年度地方財政計画において創設された「地域社会再生事業費」の算定に当たっ

ては、個別の団体ごとに見ても確実に一般財源が増加するよう、「地域社会の持続可能性

の確保」に取り組む必要性の高い地方部に重点的に配分するとともに、同事業費を令和

３年度以降も継続すること。 

 

（６）令和２年度から会計年度任用職員制度が導入されたが、令和３年度には期末手当の在

職期間別支給割合が１００％となる者が相当数に及ぶこと、また、フルタイムで任用さ

れた職員への退職手当の支給などにより、財政需要のさらなる増加が見込まれることか

ら、制度運用に必要となる財政需要については、引き続き地方財政措置を確実に講じる

こと。 

 
２ 地方税制の改革の推進 

（１）地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、福祉・医療、地域経済活性

化・雇用対策、人づくり、国土強靱化のための防災・減災事業など地方の増大する役割

に対応するためには、地方分権を支える基盤は地方税であるとの観点から、地方税の充

実と税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築するとともに、税源移譲を

含め、国と地方の税源配分の見直しを進めること。 

 

（２）法人事業税の分割基準については、前回の見直し（平成１７年度）から１０年以上経

過しており、より実態にあったものに見直すこと。特に、工場のロボット化・ＩＴ化の

進展、持株会社・地域子会社化やフランチャイズ制の拡大等を踏まえ、社会経済情勢の

変化に応じた企業の事業活動と行政サービスとの受益関係を的確に反映させ、税源の帰

属の適正化を図るという観点から、見直しを行うこと。 

また、法人事業税の外形標準課税の適用対象法人のあり方等について検討を行う際は、

地域経済や雇用への影響を踏まえて、中小法人への適用について慎重に検討すること。 

 
（３）ゴルフ場利用税については、アクセス道路の整備・維持管理、廃棄物処理、地滑り対

策等の災害防止対策、消防・救急など、所在都道府県及び市町村が行う特有の行政需要

に対応しており、その税収の３割はゴルフ場所在の都道府県の貴重な財源となっている

とともに、その７割は所在市町村に交付金として交付され、財源に乏しい中山間地域を

はじめとする市町村の貴重な財源となっていること等を踏まえ、引き続き現行制度を堅

持すること。 
 

３ 新型コロナウイルス感染症対策に係る財政措置の拡充 

（１）新型コロナウイルス感染症は地域経済に大きな影響をもたらし、今年度の地方税収を

はじめ歳入全体はかつてない大幅な減収となる恐れがあるため、地方消費税などの税目

やその他の歳入について、減収補填債の対象とするなどの特例措置を設けること。 
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（２）令和３年度の地方財政計画の策定に当たっては、歳入・歳出の両面において、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を的確に反映し、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源

総額を確実に確保すること。 

 

（３）新型コロナウイルスの感染者数の多寡にかかわらず、地域経済に甚大な影響が生じて

いることから、地方交付税の算定に当たっては、感染者数の多い都市部への配分等によ

り、地方部へしわ寄せが及ばないようにすること。 

 

（４）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び新型コロナウイルス感染症緊

急包括支援交付金について、今後の感染状況や経済状況等を踏まえ増額を行うとともに、

令和３年度以降も両交付金を継続すること。 

 

 

 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ 国内外の多様な交流と連携により発展する中国圏 
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３ 高速道路ネットワーク等の整備促進について 

 

（関係府省）内閣官房、内閣府、総務省、財務省、国土交通省 

 

 

［１］趣 旨 

国土の骨格を形成する高速道路は、「地方の自立的発展」の実現はもとより、大規模災害時や、

有事の際の国民保護活動等において必要不可欠な社会資本であり、ネットワーク化されて初め

て最大限の効果を発揮するものである。 

平成３０年７月豪雨、平成２８年の熊本地震や鳥取県中部地震、平成２６年の広島・山口豪

雨災害等を通じて、高速道路ネットワークの『命の道』としての重要性が改めて認識されたと

ころであるが、中国地方の高速道路ネットワークには依然として山陰道をはじめとするミッシ

ングリンクが存在しており、大規模災害時における住民の安全・安心な生活を脅かしているだ

けでなく、物流の寸断によって中国地方のみに留まらず、日本全体の社会経済活動に深刻な影

響を及ぼすおそれがある。 

また、ここ数年の間に開通した高速道路の沿線においては、企業進出の活性化や観光客数の

増加など、地域経済への波及効果が現れていることからも、地域の観光振興、企業進出による

安定した雇用の確保、効率的な人流・物流による生産性向上に不可欠な道路ネットワークの構

築が必要である。 

ついては、今後も大規模災害が想定される我が国においては、災害に強い国土基盤を構築す

るため、国家戦略として、国の責任において、高速道路ネットワークの整備を早期にかつ優先

的に行うべきである。併せて、人口減少を克服するための地方の産業振興、企業の地方分散を

図る上でも、国において、高速道路ネットワークの整備を推進することにより、地域格差の是

正や地方創生の取組を支えるべきである。 

また、地域の活性化に資する高速道路の利用促進に向け、スマートインターチェンジの整備

や高速道路料金の改善を図るべきである。 

さらに、高速道路ネットワークと一体となって地域や物流拠点間の連携を強化する地域高規

格道路をはじめ、地方が真に必要とする道路整備を主体的かつ計画的に実現できるよう、道路

整備に係る予算の充実及び安定的な確保を図るべきである。 

 

 

［２］内 容 

１ 高速道路ネットワークの早期整備 

中国地方の高速道路ネットワークには、依然として山陰道をはじめとするミッシングリンク 

が存在していることから、「中国地方の自立ある発展」の実現はもとより、災害に強い国土づく

りを推進するため、また、日本海側と瀬戸内海側の連携を強化するとともに、地方創生の取組

を支え地域振興に寄与するため、事業中区間の一層の整備促進と未事業化区間の早期事業化を

図ること。 

さらに、暫定２車線区間については、高速道路ネットワークが本来有するべき安全性や定時

性の確保とともに大規模災害時など防災上の観点から、昨年９月に策定された「高速道路にお

ける安全・安心基本計画」における優先整備区間の４車線化を早期に実施すること。 

また、その他の暫定２車線区間についても付加車線等の早期整備を図ること。 

なお、４車線化等が行われるまでの間、安全・安心の確保を図るための緊急対策として、ワ

イヤロープによる上下線の分離等の有効な対策を講ずること。 
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２ 高速道路の利用促進 

鉄道や航空路線などの高速交通網の整備の遅れている地域にとっては、既存の高速道路の利

活用は都市とのネットワーク化に与える影響も大きいため、国際競争力の強化や地域活性化の

観点から、円滑な物流の確保や交流人口の拡大による産業・観光の振興を図るため、スマート

インターチェンジの整備や割引制度の拡充など、高速道路の利用を促進する施策を講じること。 

なお、利用促進施策の実施に当たっては、今後の高速道路整備や維持更新に支障を及ぼすこ

とのないよう必要な財源を確保すること。 

また、フェリー等の公共交通機関に影響を及ぼすおそれがある場合は、十分な対策を講ずる

こと。 

 

３ 地域高規格道路等の整備促進 

高速道路ネットワークと一体となって地域の交流・連携の強化、広域的な交通拠点である空

港・港湾等へのアクセス向上に資するとともに、大規模災害時には緊急輸送道路や迂回路とし

ての役割も果たす地域高規格道路や主要な国道・地方道の整備を促進すること。 

 

４ 重要物流道路の機能強化及び重点支援 

   平成３１年４月に、全国３万５千キロメートルの供用中道路が「重要物流道路」として指定

され、さらに今年度策定予定の新広域道路交通計画を踏まえ、計画路線を含め、追加指定され

ることとなっているが、この指定・整備にあたっては地域の意見を反映するとともに、重要物

流道路の代替・補完路も含めて補助事業等による重点支援を行うこと。 

 

５ 安全・安心で災害に強い道路の整備促進 

道路が、緊急輸送道路や迂回路として、大規模災害時に本来の機能を十分に発揮するため、

橋梁やトンネルの耐震化や長寿命化対策、事前通行規制区間の解消などを一層促進すること。 

また、道路利用者の安全確保のため、落石防止等の安全対策を一層促進すること。 

 

６ 道路整備のための予算確保 

国、地方がそれぞれの役割に応じて災害に強い国土づくりのための道路整備を計画的に進め

られるよう、必要な道路整備予算の総額を確保するとともに、長期安定的に道路整備・管理が

進められるよう、新たな財源を創設すること。 

とりわけ、社会資本整備総合交付金については、地方が主体的かつ計画的に道路整備を実施

できるよう、国費の配分基準を明確にし、地方の実情に即した配分とするとともに、交付金の

県・市町村配分については、地方が主体的に行えるよう配慮すること。 

なお、東日本大震災からの復興に必要な予算については、中国地方をはじめ全国各地の道路

整備を計画的に推進するためにも、引き続き通常予算とは別枠で確保すること。 
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［３］事業概要 

【高規格幹線道路網の整備】 

名称 事業主体 事業期間 区間 総延長（km） 車線数 

中国横断自動車道 

岡山米子線 

国土交通省 

西日本高速 

道路株式会社 

昭和 48年度 

 ～ 

岡山市 

～ 

境港市 

約 128 
４車線 

暫定２車線 

中国横断自動車道 

姫路鳥取線 

国土交通省 

西日本高速 

道路株式会社 

平成３年度 

 ～ 

兵庫県姫路市 

～ 

鳥取市 

約 86 
４車線 

暫定２車線 

中国横断自動車道 

広島浜田線 

国土交通省 

西日本高速 

道路株式会社 

昭和 48年度 

 ～ 

広島市 

～ 

浜田市 

約 71 
４車線 

暫定２車線 

山陽自動車道 

国土交通省 

西日本高速 

道路株式会社 

昭和 47年度 

 ～ 

大阪府吹田市 

～ 

下関市 

約 489 

４車線、６車線 

暫定２車線、 

暫定４車線 

中国横断自動車道 

尾道松江線 

国土交通省 

西日本高速 

道路株式会社 

平成３年度 

 ～ 

尾道市 

～ 

松江市 

約 137 
４車線 

暫定２車線 

山陰自動車道 

国土交通省 

西日本高速 

道路株式会社 

平成８年度 

 ～ 

鳥取市 

～ 

下関市 

約 380 
４車線、２車線 

暫定２車線 

東広島･呉自動車道 国土交通省 
平成５年度 

 ～ 

東広島市 

～ 

呉市 

約 32.8 
４車線 

暫定２車線 

 

【地域高規格道路】 

(1) 山陰近畿自動車道（鳥取市～京都府宮津市） (14) 東広島廿日市道路（東広島市～廿日市市） 

(2) 北条湯原道路（真庭市～鳥取県北栄町） (15) 広島呉道路（広島市～呉市） 

(3) 江府
こうふ

三次道路（鳥取県江府町～三次市） (16) 広島高速道路（広島市） 

(4) 境港出雲道路（出雲市～松江市） (17) 草津沼田道路（広島市） 

(5) 美作岡山道路（岡山市～岡山県 勝央
しょうおう

町） (18) 広島西道路（広島市～廿日市市） 

(6) 岡山環状道路（岡山市） (19) 小郡
おごおり

萩道路（美祢
み ね

市～萩市） 

(7) 空港津山道路（岡山市～津山市） (20) 鳥取環状道路（鳥取市） 

(8) 倉敷福山道路（倉敷市～福山市） (21) 石見空港道路（益田市） 

(9) 広島中央フライトロード 

（東広島市～広島県世羅町） 

(22) 山口宇部小野田連絡道路 

（山口市～山陽小野田市） 

(10) 岩国大竹道路（大竹市～岩国市） (23) 下関西道路（下関市） 

(11) 福山環状道路（福山市） (24) 下関北九州道路（下関市～北九州市） 

(12) 福山本郷道路（尾道市～三原市） (25) 周南道路（周南市、下松市、光市） 

(13) 東広島高田道路（東広島市～安芸高田市美土里
み ど り

町）  
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【一般国道２号】 

玉島・笠岡道路（Ⅱ期）、笠岡バイパス、福山道路、赤坂バイパス、木原道路、三原バイパス、

西条バイパス、安芸バイパス、東広島バイパス、広島南道路、西広島バイパス、岩国・大竹道

路、周南立体、富海拡幅 

 

【一般国道９号】 

北条道路、出雲・湖陵道路、湖陵・多伎道路、大田・静間道路、静間・仁摩道路、福光・浅利

道路、三隅・益田道路、益田道路 

 

【一般国道１８８号】 

藤生長野バイパス、柳井・平生バイパス 

 

【一般国道１９１号】 

木与防災、益田西道路 

 

【一般国道４９１号】 

俵山・豊田道路 

 

【中国横断連絡道路】 

一般国道  29号（兵庫県姫路市～鳥取市） 313号（福山市～鳥取県北栄町） 

53号（岡山市～鳥取市） 315号（周南市～萩） 

54号（広島市～松江市） 314号（福山市～雲南市） 

179 号（兵庫県姫路市～鳥取県湯梨浜町） 373号（兵庫県赤穂市～鳥取市） 

180 号（岡山市～松江市） 375号（呉市～大田市） 

181 号（津山市～米子市） 432号（竹原市～松江市） 

182 号（新見市～福山市） 488号（益田市～廿日市市） 

183 号（広島市～米子市） 489号（周南市～山口市） 

184 号（出雲市～尾道市） 490号（宇部市～萩市） 

186 号（江津市～大竹市） 491号（下関市～長門市） 

187 号（岩国市～益田市） 434号（周南市～三次市） 

191 号（下関市～広島市） 435号（山口市～下関市） 

261 号（広島市～江津市）  

 



 

- 17 - 
 

４ 地域情報化の推進について 
 

                               （関係府省）内閣官房、総務省 

 

 
［１］趣 旨 

  活力に満ちた地域づくりを進めるため、情報通信技術を住民生活や生産活動に関わる様々な分

野で活用し、生活の利便性の向上や地域・産業の活性化を図ることが重要な課題となっている｡ 

国においては、「世界最先端デジタル国家創造宣言」に基づき、ＩＴを最大限活用した簡素で

効率的な社会システムを構築し、国民が安心して暮らし、豊かさを実感できる社会の実現などに

積極的に取り組んでいるところであるが、その前提として、地理的情報通信格差の是正を図ると

ともに、安全性の高い情報通信基盤の整備など地域情報化の推進に対して、国による一層の支援

が必要である｡ 

ついては、次の内容について提案する。 

 

 

［２］内 容 

１ 社会保障・税番号制度への対応 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）及びマイナンバーカードに関し、情報漏洩や不正

利用に係る国民の不安を払拭するため、その安全性や信頼性を、国民に丁寧かつ十分に説明する

こと。 

特に、マイナンバーカードによるオンライン手続や、マイナンバーカードの健康保険証利用等

の新たなサービスの運用開始に当たっては、システムの安全性・安定性の確保はもとより、市町

村等の窓口業務において混乱が生じることのないよう、制度の周知に万全を期すること。 

また、マイナンバーカードの普及のため、さらなる利便性の向上や取得の促進を図ること。 

 

２ 地域情報通信基盤整備に対する支援の拡充 

中山間・過疎地域などにおける情報通信格差の是正を図るため、地方公共団体におけるインフ

ラ整備に対する支援措置を継続するとともに、伝送路及びネットワーク機器の更新等についても、

負担軽減のための新たな支援措置を講じること。 

また、条件不利地域における民間通信事業者の設備投資を促進するための投資促進税制等の支

援制度を拡充するほか、地域の安全・安心のより一層の確保を図るため、安全性強化など災害に

強い情報通信基盤・地域公共ネットワークの構築（既存施設の改修を含む。）に係る支援策を講

じること。 

 

３ 携帯電話不感地域の解消策の充実 

携帯電話不感地域解消の促進、事業者の一層の負担軽減を図るため、市町村が実施する地方単

独事業については、市町村負担全額に対して過疎債等の起債充当を認めることも含め、地域の実

情に応じて実施できるようにすること。 

また、携帯電話等エリア整備事業の鉄塔整備については、補助対象範囲の拡大などにより初期

費用の負担軽減を図るとともに、事業者のランニング経費についても支援措置を講じること。 

 

４ 電子自治体の推進 

行政手続の電子化による行政サービスの向上と効率化を進めるため、法制度や制度運用上の問

題点を改善するための取組の充実を図ること。 

 

５ ＩＣＴの利活用の推進 

教育・医療分野の情報化など地域においてＩＣＴを活用した先進的な取組が広く展開されるよ
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う、モデル事業などの充実を図ること。 

また、国等が保有するデータ（公共データ）の活用に向けた具体的方向性を実現するための施

策を検討するとともに、地方公共団体が保有する公共データのオープンデータ化を支援すること。 

 

６ 電気通信事業における地域格差を生じさせない対策の実施 

住民の日常生活に不可欠なものとなっている電気通信サービスについて、地域格差が生じない

よう、適切、公平かつ安定的な提供を確保するための適切な措置を講じること。 

 

７ 第５世代移動通信システム（５Ｇ）の地方への速やかな導入に対する支援の実施 

産業や生活等の質を飛躍的に高める第５世代移動通信システム（５Ｇ）の地方への速やかな導

入に向け、基地局・光ファイバ網等の通信基盤の早期整備及びサービス開始の促進を図ること。

特に、条件不利地域においては、都市と地方の基盤整備に格差が生じないよう、国庫補助事業の

拡充や自治体負担分に対する十分な財政措置など、万全の対策を講じること。 

併せて、５Ｇを活用した地域社会の課題解決・改善や地域経済の活性化に向けた地方の取組に

対する技術的助言や財政措置など総合的な支援を行うこと。 
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５ 隣接圏域との交流に向けた基盤整備について 

 

（関係府省）国土交通省 

 

 

［１］趣 旨 

産業競争力や誘引力の強化、広域的課題への効率的かつ効果的な対応など、中国圏の活力・

魅力の向上を図るためには、四国圏域をはじめ、近畿・九州等隣接圏域と、産業や観光、文化、

災害対応、環境保全など多様な分野での広域的な交流・連携を推進する必要がある。 

そのためには、基盤となる、基幹的な交通インフラの整備・強化が重要であることから、次

のプロジェクト等の事業推進について、必要な措置を講じること。 

 

 

［２］事業概要 

１ 道 路 

・山陰自動車道全線の早期整備 

・山陰近畿自動車道全線の早期整備 

・中国横断自動車道岡山米子線の全線４車線化の早期実現及び付加車線の早期整備、効果検

証 

・中国横断自動車道姫路鳥取線の建設促進及び付加車線の建設促進 

・中国横断自動車道尾道松江線付加車線の建設促進 

・安芸灘諸島連絡架橋の事業推進 

・広島・松山ルート構想（その一部である広島湾架橋構想）の推進 

・下関北九州道路の早期整備 

・上記以外の「高速道路における安全・安心基本計画」における優先整備区間の早期４車線

化 

２ 鉄 道 

・山陰新幹線、中国横断新幹線の取組推進  

・山陰本線、呉線、芸備線等主要鉄道路線の複線化、電化等の輸送力増強 

３ 港 湾 

・国際拠点港湾      水島港、広島港、徳山下松港、下関港の整備促進 

・重要港湾        境
さかい

港、鳥取港、浜田港、西郷港、尾道糸崎港、福山港、 

呉港、岩国港、三田尻中関港、宇部港、岡山港、宇野港の整備

促進 

・国際バルク戦略港湾   水島港、福山港、徳山下松港・宇部港の整備促進 

・特定地域振興重要港湾  河下港の整備促進 

・水島港玉島ハーバーアイランドの整備 

・地方港湾        厳島港（宮島口地区）の整備促進 

４ 空 港 

・広島空港、鳥取砂丘コナン空港、米子鬼太郎空港、出雲縁結び空港、萩・石見空港、山口

宇部空港、岡山桃太郎空港、岩国錦帯橋空港（岩国飛行場）の整備促進 
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６ 都市圏機能の充実について 

 

（関係府省）総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、 

 

 

［１］趣 旨 

   社会経済活動の広域化やグローバル化の進展に伴い、今後、地域間競争が一層激化すること

が予想される。こうした状況を受けて、中国ブロック全体が今後とも発展していくためには、

都市圏機能の充実を支える交通・物流基盤などの整備を推進するとともに、その機能を十分に

発揮させる必要がある。 

ついては、中国地方における都市圏機能の充実が図られるよう、次の事業促進について、必

要な措置を講じること。                                    

 

［２］内 容 

 １ ひろしま西風新都の都市づくり 

広島都市圏は、中国・四国地方の中枢として、より一層の飛躍発展が望まれている。 

現在、広島都市圏の中枢機能の充実を目指して、「住み、働き、学び、憩い、護る」という都

市機能を備えた２０３０年時点の計画人口６万７千人の新たな都市拠点として「西風新都」の

都市づくりを、県・市一体となって推進しているところである。 

ついては、「西風新都」の都市づくりが円滑に進むよう、道路等の都市基盤施設の整備の推

進について必要な措置を講じること。 

 

（事業概要） 

①計画対象区域   広島市安佐南区沼田地区及び佐伯区石内地区 

②面    積   約 4,570ha 

③計 画 人 口   ６万７千人（２０３０年（令和１２年））  

④目 標 人 口   ８万人（２１世紀中頃） 

⑤都市基盤施設   道路、河川等 

 

２ 広島空港周辺地域の整備 

広島空港周辺地域は、広島県全体の発展のための戦略的拠点として、また、中国ブロックの

中枢都市である広島市の都市機能を拡充・補完する地域として、産業、研究開発、国際交流、

レクリエーション・リゾート機能等の集積促進に向け、開発・整備を進めているところである。 

ついては、この周辺地域の開発・整備が円滑に進むよう、次の事業の促進について必要な措

置を講じること。 

 

（事業概要） 

【産業・科学技術の強化】 

 ①産業支援・研究施設の機能充実・強化 

 

【交通基盤の整備】 

  ②中国横断自動車道尾道松江線付加車線の建設促進 

 ③地域高規格道路の整備促進（東広島廿日市道路、東広島高田道路） 

 ④一般国道の整備促進（国道２号、国道 185号、国道 375号、国道 432号） 
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【土地区画整理、下水道、河川等の整備による魅力あるまちづくりの推進】 

 ⑤土地区画整理事業の推進（東本通地区、新開地区外） 

 ⑥下水道事業の推進（竹原市、三原市、東広島市、世羅町の３市１町） 

 ⑦治水事業の推進 

河川改修事業（沼田川、入野川外） 

    

３ 広島市東部地区連続立体交差事業の推進 

広島都市圏東部のＪＲ向洋
むかいなだ

駅及びＪＲ海田市
かいたいち

駅周辺は、山陽本線・呉線によって市街地が

分断され、交通が渋滞するなど都市機能が著しく阻害されており、この地域において、都市交

通の円滑化を図り、市街地の一体化と健全な街づくりを推進するために、連続立体交差事業に

取り組んでいるところである。 

当事業の事業実施に当たっては、長期的に多額の事業費が必要であることから、着実な事業

推進が図られるよう、必要な財政措置を講じること。 

 

（事業概要） 

①事業主体   広島県、広島市 

②事業個所   広島市安芸区・南区、安芸郡府中町及び安芸郡海田町 

③事業内容   高架化延長 

          山陽本線 Ｌ＝約３.９km （安芸郡府中町～安芸郡海田町） 

          呉  線 Ｌ＝約１.２km （安芸郡海田町） 

 

４ 岡山県南部都市圏における物流機能の向上・総合的な渋滞対策 

山陰地方や四国地方での高速道路網の整備や水島港の国際物流ターミナルの整備に伴い、中

四国地方のクロスポイントである岡山県南部都市圏は、その拠点性がますます高まっている。 

しかしながら、物流拠点へのアクセス道路であり、中国地方屈指の交通量を有する国道２号

岡山バイパスは、慢性的な渋滞が発生しており、物流の定時性や安全性が確保されておらず、

生産性の低下に著しい影響を及ぼしている。 

このため、渋滞を解消することにより、物流の円滑化を図り、定時性や安全性を確保するこ

とで、岡山県のみならず、中四国地方全体の生産性の向上が期待される。 

ついては、次の事業について必要な措置を講じること。 

 

（事業概要） 

国道２号（岡山市南区古新田～倉敷市新田）の早期事業化 

国道１８０号岡山西バイパス（岡山市北区西長瀬～楢津）の整備促進 
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７ 北東アジアゲートウェイ構想実現に向けた広域連携の推進 

について 
 

（関係府省）法務省、外務省、財務省、厚生労働省、国土交通省、農林水産省 

 

［１］趣 旨 

   韓国、中国、香港、ロシアなど、北東アジア諸国との交流を進める上で、地理的優位性があ

る中国地方においては、「日本海側拠点港」に選定された下関港や境港、浜田港など日本海沿岸

を中心とした地域を西日本と北東アジア諸国との交流の玄関口（ゲートウェイ）と位置付け、

国際物流、観光客誘致を戦略的に推進する「北東アジアゲートウェイ構想」の実現に向けて取

組を進めている。 

この構想を実現させるためには、日本海側拠点港をはじめ、玄関口となる港湾・空港や広域

的なアクセス道路の整備を行い、拠点形成を図るとともに、これらを活用するための航路の整

備、物流システムの充実及び広域的な観光交流の促進等を図ることが必要である。 

ついては、北東アジアゲートウェイ構想の実現に必要な次の関係プロジェクトの事業推進に

ついて、必要な措置を講じること。 

 

［２］事業概要 

１ 道 路 

・山陰自動車道全線の早期整備 

・中国横断自動車道岡山米子線（米子・境港間）の早期整備 

・山陰近畿自動車道全線の早期整備 

・下関北九州道路の早期整備 

・中国横断自動車道岡山米子線及び広島浜田線の暫定 2車線区間の早期４車線化 

・上記以外の「高速道路における安全・安心基本計画」における優先整備区間の早期４車線

化 

２ 鉄 道 

・山陰新幹線、中国横断新幹線の取組推進 

３ 港 湾 

・国際拠点港湾（日本海側拠点港）  下関港の整備促進 

・日本海側拠点港  境
さかい

港、浜田港の整備促進 

・重要港湾  鳥取港、西郷港の整備促進 

・特定地域振興重要港湾 河下港の整備促進 

・下関港新港地区（長州出島）の整備促進 

４ 空 港 

・鳥取砂丘コナン空港、米子鬼太郎空港、出雲縁結び空港、山口宇部空港の整備促進、 

ＣＩＱ体制の充実 

５ 航 路 

ＣＩＱ体制の充実、物流環境の整備など、外貿コンテナ航路及び国際フェリー航路の円滑

な運航体制等の確保  

・境港－釜山（韓国） 

・境港－上海（中国） 
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・浜田港－ウラジオストク（ロシア）航路 

・浜田港－釜山（韓国） 

・下関港－釜山（韓国） 

・下関港－蘇州太倉（中国） 
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８ 地方空港の整備推進等について 

 

      （関係府省）総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、防衛省 

 

 

［１］趣 旨 

近年、我が国の産業活動の活性化や国際化の進展、観光需要の増大は目覚ましいものがあり、

こうした中で航空ネットワークの整備及び空港機能の整備・充実は、地域の発展にとって極め

て重要である。特に国際化が進展する中で、国際交流を円滑に進めていくためには、地域にお

いても海外と直結した交流活動を進めていくことが大切であり、国際空港のみならず、地方空

港が海外との窓口として国際化に果たす役割は、ますます重要なものとなってきている。 

   ついては、地方空港の国際化や利用者のニーズ、今後の利用客の増大に即した空港機能の拡

充、さらには航空機の安全運航など空港機能の確保を図るため、必要な措置を講じること。 

また、地方航空路線は、地域の発展と自立に極めて重要な役割を担っていることから、そう

した路線が維持・拡充されるよう格段の配慮を行うこと。 

 

 

［２］事業概要 

名 称 事 業 内 容 

鳥取砂丘コナン空港 ・ＣＩＱ体制の充実・強化 

米子鬼太郎空港 

（美保飛行場） 
・ＣＩＱ体制の充実・強化 

出雲縁結び空港 
・空港機能の強化（場周柵、灯火） 

・ＣＩＱ体制の充実・強化 

萩・石見空港 
・空港機能の強化（滑走路・誘導路、灯火） 

・高速交通空白地域解消のため航空路線の確保の支援 

隠岐世界ジオパーク

空港 
・離島航空路線の維持、存続のための民間事業者等への支援 

山口宇部空港 
・空港機能の強化（滑走路端安全区域） 

・ＣＩＱ体制の充実・強化 

岡山桃太郎空港 
・空港施設の充実（施設の老朽化対策） 

・ＣＩＱ体制の充実・強化 

広島空港 

・ＣＩＱ体制の充実・強化 

・広島空港の経営改革の推進 

・空港機能の強化（滑走路端安全区域・エプロン） 
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９  竹島の領土権の早期確立等について 
 

（関係府省）内閣官房、内閣府、外務省、文部科学省 

 

 
［１］趣 旨 

  竹島は歴史的にも国際法的にも、島根県隠岐郡隠岐の島町に属する我が国固有の領土で

ある。 

しかし、韓国はこれまで半世紀以上にわたって同島を不法に占拠し、排他的経済水域や

漁業権などの我が国の主権が行使できない状況にしている上、最近では、竹島周辺海域で

の総合海洋科学基地建設計画など、竹島の実力支配の強化を図ろうとしている。 

そうした中、平成２４年８月には、韓国大統領が竹島へ上陸し、さらには、竹島周辺で

の防衛訓練や海洋調査、国会議員団の上陸など相次いで強行されている。 

また、日韓両国政府間で排他的経済水域の境界画定交渉が継続されているが、竹島の取

扱いを巡り両国の主張は平行線をたどっている。 

領土問題は国家、国民にとって基本的な問題であり、国と国との外交交渉で平和的に解

決されるべき事柄であるにもかかわらず、このような韓国側の度重なる動きは、我が国の

国民感情を逆なでするものであり、極めて遺憾である。 

また、外交交渉を進める背景として、竹島問題に関する国民の理解を深めるとともに、

その解決に向けた意識の高揚を図ることが何より大切である。 

特に、全国の小学生、中学生あるいは高校生が竹島問題について理解を深めることは国

民世論の喚起のために極めて重要である。 

ついては、次の内容について提案する。 

 

 

【提 案】 

  衆参両議院本会議で採択された「李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言

に抗議する決議（平成２４年８月）」及び「竹島の領土権の早期確立に関する請願（平成 

１８年６月）」を踏まえ、次の事項について早期に具体化を図ること。 

 

１ 竹島の領土権の早期確立 

竹島における施設建設などの最近の韓国の動きに対して、厳重なる抗議を重ねるととも

に、国際社会へ日本の立場を訴えること。また、国際司法裁判所への単独提訴を含め、領

土権の早期確立に向けた外交交渉の新たな展開を図ること。 

 

２ 広報啓発・研究体制の強化 

内閣官房 領土・主権対策企画調整室を中心に、国民世論の啓発や国際社会への情報発

信などを積極的に展開すること。また、竹島に関する研究機関を設置するなど研究体制を

強化し、調査や資料の収集・保存などを積極的に展開すること。さらに、竹島問題や国境

離島に関する啓発施設を地元隠岐の島町に設置するとともに、政府主催による「竹島の日」

式典の開催や「竹島の日」の閣議決定を行うこと。 

 

３ 学校教育における指導の推進 

平成２９年３月及び平成３０年３月に示された小学校・中学校・高等学校の新「学習指

導要領」で初めて竹島に関する記述が取り上げられたことは大きな前進であるが、全国の

子どもが竹島問題を正しく理解することは極めて重要であることから、児童生徒用教材や

教師用指導資料の作成・配布等により、学校教育において、竹島問題を積極的に取り扱わ

れるよう、取組を強めること。 

 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
Ⅱ 産業集積や地域資源を活かし 

 

持続的に成長する中国圏 
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10 訪日外国人旅行者の誘致促進について 
                 

（関係府省）法務省、国土交通省、観光庁 

 

 

［１］趣 旨  

中国地方は、中国、朝鮮半島に近接した地理的優位性を背景に、古くから東アジアとの文化・

経済に関する深い関わりを有し、東アジア各国との国際航空路線やフェリー航路が就航している。

また、日本海や瀬戸内海をはじめ、豊かな自然環境や景観に恵まれ、伝統芸能や食文化、世界文

化遺産など全国に誇れる地域資源を多く有している。 

一方で、中国地方への訪日外国人旅行者の全国の宿泊者数に占める割合は２パーセント程度に

とどまっており、国外における認知度は低い状況にある。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、訪日外国人観光客は大幅に減少しており、国

内観光客の減少と合わせ、観光産業は多大な影響を受けているところである。 

そうした中、新型コロナウイルス感染症収束後の観光需要の回復に向け、中国地方の多様な地

域資源、特色を活かした新たな広域観光を創出・発信し、中国地方が一体となって国内外の観光

客の誘致促進に取り組むため、次の事項について、強く要請する。 

 
 

［２］内 容 

１ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対策   

（１）中国圏の空港・港湾では新型コロナウイルス感染症の影響により、国際線やクルーズ船等の

就航が縮小していることから、国としてこれらの復活に向けた後押しを行うとともに、国際航

空路線の着陸料やグランドハンドリング費用などへの積極的な支援を行うこと。 

 

（２）我が国及び海外での収束状況等も勘案しながら、海外に向けた正確な情報発信を行うととも

に、海外版の需要喚起に向けた官民一体型の観光消費キャンペーン（海外版の Go To キャンペ

ーン）等を展開するなど、インバウンド需要の早期回復に向けた対策を実施すること。 

 

（３）地方自治体が地域の実情に応じて取り組む観光施策について、財政措置を講じること。 

 

２ 訪日外国人旅行者の地方への誘致促進 

（１）訪日外国人旅行者の地方部への来訪及び広域的な周遊観光を促進するために、各ＤＭＯが取

り組む事業を支援する「広域周遊観光促進のための観光地域支援事業」について、令和３年度

以降も継続すること。また、地方が連携して広域的に実施する「地域の観光資源を活用したプ

ロモーション事業」について、予算額の拡充を行うこと。 

 

（２）訪日外国人旅行者に質の高いおもてなしを提供できるように、公共交通機関や観光施設等に

おける無料Ｗｉ－Ｆｉの整備、観光施設等における多言語対応やトイレの洋式化、観光案内所

の機能・連携強化、ムスリム旅行者への対応、免税店の拡大など、受入環境整備に対する支援

を行うこと。 

 

３ ＤＭＯに対する支援 

「広域連携ＤＭＯ」が、将来にわたり安定的かつ継続的な運営を行っていくことができるよう、

現行制度に加え、地域再生エリアマネジメント負担金制度において、観光地経営の権限と財源を

確保できるよう制度を改正すること。 

 

４ 国際観光旅客税の地方への配分 
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国際観光旅客税について、法の趣旨に鑑み、自由度の高い財源としてＤＭＯを含む地方の観光

振興施策に充当できるよう、その仕組みの検討を早期に進め、税収の一定割合を地方に配分する

こと。 

 

５ 観光立国に向けた空港・港湾における訪日外国人旅行者の入国手続改善等 

（１）観光立国確立に向け、空港においては国が掲げる２０分以内の入国審査時間を実現し、港湾

においては大型クルーズ客船寄港時の入国審査時間を短縮するため、訪日外国人旅行者のスム

ーズな入国審査に必要な人員の確保や、審査用業務端末の拡充等を行うこと。 

 

（２）今後のさらなる訪日外国人旅行者の増加を図るため、訪日短期滞在ビザ免除対象国の拡充、

訪日個人旅行の促進、国際会議等ＭＩＣＥの誘致、送客元の多様化など、我が国及び海外での

新型コロナウイルスの収束状況も勘案しながら、積極的な対策を実施すること。 

 

６ サイクリングを活用した観光振興に対する支援 

中国地方及び四国地方が連携して魅力的なサイクリングエリアの実現に向けた取組を進めて

おり、国内外からの観光旅客の来訪の促進や地域の活性化に資する取組を推進するため、サイク

リストを受け入れる環境整備やサイクリングコースの情報発信に対して支援すること。 

 

７ 多様なニーズに対応した宿泊サービスの提供に対する支援 

古民家活用による宿泊サービス等、地域資源を活用し旅行者の多様なニーズに対応する地方の

取組について積極的に支援すること。 

 

 

 



 

- 29 - 
 

11 港湾整備事業の推進について 

 

（関係府省）総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省 

 

［１］趣 旨 

港湾は、地域の振興、地域経済の活性化を図り、国土の均衡ある発展を図る上で重要な社会

資本であり、近年の船舶の大型化に的確に対応し、モーダルシフトの進展やコンテナ輸送の増

大などの輸送革新に対しても積極的に対処するなど、物流の効率化を進めるため、積極的な施

設整備や制度の充実を図り、中国地方における国際物流拠点としての国際競争力を高めていく

ことが必要である。 

また、美しい自然環境と歴史的風致を有する日本海や瀬戸内海の多様な資源を生かして、住

民が海に親しみを覚え、うるおい豊かな生活環境を実現するウォーターフロントの創出を図っ

ていくことや、クルーズ振興による地域活性化を図るため、港湾の受入環境等の整備や、アク

セスの充実強化を推進することも重要である。 

さらに、資源等の国際バルク貨物の大型船舶による一括大量輸送を可能とし、安価かつ安定

的な輸送を実現するため、「国際バルク戦略港湾」に選定された水島港、福山港、徳山下松港・

宇部港の必要な施設整備及び諸規制の緩和等について、地方の意見や実情に十分配慮して制度

を設計し、推進するとともに、「特定貨物輸入拠点港湾」にすべての選定港を指定し、支援措置

の拡充を図る必要がある。 

加えて、日本海側港湾の国際競争力を強化し、日本海地域の経済発展に貢献するため、日本

海側の航路拡大を一層推進するため「日本海側拠点港」に選定された下関港、境港、浜田港の

港湾機能の充実・強化を図る必要がある。 

ついては、次の港湾施設の整備・充実について必要な財源確保を行うとともに、ＣＩＱ体制

の強化について必要な措置を講じること。 

また、港湾運営会社制度を有効に活用し、コンテナ輸送の円滑化やターミナルコストの削減

を図るため、港湾運営会社が整備する荷さばき施設等について、令和３年度以降も固定資産税

等の軽減措置を受けることができるよう、現行の地方税法施行規則等の制度改正を行うこと。 

 

 

［２］事業概要 

港湾名 事業主体 位置 事 業 内 容 

鳥取港 
国土交通省 
鳥取県 

鳥取市 防波堤（第１） 

浜田港 
国土交通省 
島根県 

浜田市 防波堤 450ｍ、岸壁（-12ｍ）改良、臨港道路 900ｍ、上屋 1棟 

尾道糸崎港 
国土交通省 
広島県 

三原市 
尾道市 
福山市 

岸壁(-12ｍ)(-10ｍ)各１バース、(-7.5ｍ)３バース、 
廃棄物埋立護岸 1,930ｍ、ふ頭用地 11.5ha、緑地等 17.5ha、
橋梁 400ｍ 

岩国港 
国土交通省 
山口県 

岩国市 臨港道路、岸壁(-10ｍ)改良、岸壁(−7.5ｍ)改良 

三田尻中関港 
国土交通省
山口県 

防府市 
泊地(−7.5ｍ)、臨港道路、防波堤、廃棄物埋立護岸、 
岸壁(−7.5ｍ)改良５バース、橋梁改良 

宇部港 
国土交通省 
山口県 

宇部市 
泊地（-12ｍ）、航路(-13ｍ)、泊地(-13ｍ) 、航路・泊地(-13
ｍ)、岸壁(-13ｍ)改良、岸壁(-5.5ｍ)、泊地(-5.5ｍ)、廃棄
物埋立護岸 
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事業名 
総事業費 
（百万円） 

（事業期間） 

R2年度までの 
事業費累計 
（百万円） 

R2年度 
事業費 
（百万円） 

R3年度 
以降残 
事業費 
（百万円） 

R3年度 
事業内容 

鳥取港 21,351 19,474 90 1,877 防波堤 

浜田港 
22,140 

（平成 10年度～） 
17,303 1,403 4,836 

防波堤（新北）、岸壁（-12ｍ）
改良、臨港道路 900ｍ、上屋 1棟 

尾道糸崎港 
66,143 

（平成 6年度～） 
48,380 177 17,763 航路、泊地 

岩国港 20,034 13,040 1,074 6,994 
臨港道路、岸壁(-7.5ｍ)改
良 

三田尻中関港 17,194 15,997 189 1,197 
岸壁(-7.5ｍ)改良１バー
ス、橋梁改良 

宇部港 64,302 61,434 965 2,868 
泊地（-5.5ｍ）、航路（-13ｍ）、 
廃棄物埋立護岸 

 

【水島港（岡山県）】 

港湾名 事業主体 位置 事 業 内 容 

水島港 
国土交通省 
岡山県 

倉敷市 

新高梁川橋梁、岸壁（-12ｍ）、航路(-12ｍ)、泊地(-12ｍ)、
航路・泊地（-12ｍ）、航路(-14m)、泊地(-14m)、岸壁（-14
ｍ）改良、航路・泊地（-14ｍ）、廃棄物埋立護岸、用地造
成、荷役機械、航路（-6ｍ）、航路(-7.5ｍ)、岸壁(-5.5m) 

 

事業名 
総事業費 
（百万円） 

（事業期間） 

R2年度までの 
事業費累計 
（百万円） 

R2年度 
事業費 
（百万円） 

R3年度 
以降残 
事業費 
（百万円） 

R3年度 
事業内容 

水島港 
120,564 

（平成 20年度～） 
112,060 4,826 8,504 

直轄［航路(-12m)、航路(-14m)、泊
地（-14ｍ）、岸壁（-14m）改良、航
路・泊地（-14m）］、廃棄物埋立護岸 
起債（用地造成） 
 

 

【境
さかい

港（鳥取県・島根県）】 

港湾名 事業主体 位置 事 業 内 容 

境
さかい

港 国土交通省 境港市 
〔外港昭和南〕岸壁（-13ｍ） 
〔外港〕防波堤 

 

事業名 
総事業費 
（百万円） 

（事業期間） 

R2年度までの 
事業費累計 
（百万円） 

R2年度 
事業費 
（百万円） 

R3年度 
以降残 
事業費 
（百万円） 

R3年度 
事業内容 

境
さかい

港 64,414 51,221 850 13,193 
防波堤 
岸壁（-13ｍ） 
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【広島港・福山港（広島県）】 

港湾名 事業主体 位置 事 業 内 容 

広島港 
国土交通省 
広島県 

広島市 
道路、緑地、廃棄物埋立護岸、用地造成 
岸壁、航路・泊地浚渫 

福山港 
国土交通省 
広島県 

福山市 緑地、岸壁、用地造成、航路・泊地浚渫、防波堤、浮桟橋 

 

事業名 
総事業費 
（百万円） 

（事業期間） 

R2年度まで
の 

事業費累計 
（百万円） 

R2年度 
事業費 
（百万円） 

R3年度 
以降残 
事業費 
（百万円） 

R3年度 
事業内容 

広
島
港 

宇品・出島地区 
271,726 

（平成 2年度～） 
209,097 1,213 62,629 

岸壁、航路・泊地 
用地造成 

五日市地区 
129,000 

（昭和 58年度～） 
123,083 1,042 5,917 臨港道路 

福山港（福山市） 
63,733 

（平成４年度～） 
42,714 1,010 21,019 岸壁、航路・泊地 

 

 

【徳山下松港・下関港（山口県）】 

港湾名 事業主体 位置 事 業 内 容 

徳山下松港 
国土交通省 
山口県 

下松市 
光市 
周南市 

〔光〕岸壁(−7.5ｍ)改良 
〔下松〕桟橋（-19ｍ）、臨港道路 
〔徳山〕泊地(−14ｍ)、航路(−14ｍ)、航路・泊地(−14ｍ)、岸壁（-10ｍ）改良、 

臨港道路、岸壁（-14ｍ） 
〔新南陽〕泊地(−12ｍ)、航路(−12ｍ)、航路・泊地(−12ｍ)、岸壁(−12ｍ) 、 

廃棄物埋立護岸 

下関港 
国土交通省 
下関市 

下関市 

〔新港〕岸壁(−12ｍ)、防波堤（南）、護岸（防波）、橋梁、道路、泊地(-12ｍ)、 
廃棄物埋立護岸、緑地 

〔西山〕岸壁(−12ｍ) 
〔長府〕岸壁(−11ｍ)、泊地(−11ｍ)、航路(−11ｍ)、道路、橋梁 
〔東港〕桟橋・ボードウォークの改修 
〔本港・岬之町地区〕岸壁改修 
〔巌流島〕泊地(-３ｍ) 
〔福浦〕橋梁 

 

事業名 
総事業費 
（百万円） 

（事業期間） 

R2年度までの 
事業費累計 
（百万円） 

R2年度 
事業費 
（百万円） 

R3年度 
以降残 
事業費 
（百万円） 

R3年度 
事業内容 

徳山下松港 104,295 79,207 5,330 25,088 

航路(-14ｍ) 、航路・泊地（-14ｍ）、 
航路・泊地（-12m）、 
岸壁(-7.5ｍ)改良、岸壁（-12m）、
岸壁（-14m）、臨港道路、 
桟橋（-19ｍ）  
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下関港 
 

53,765 
 

48,355 
 

2,409 
 

5,410 

〔新港〕緑地、岸壁(-12ｍ)、 
泊地(-12ｍ) 

〔西山〕岸壁(-12ｍ) 
〔長府〕橋梁、航路(-11m）、 
       物揚場、防波堤改良、 
       道路改良 
〔本港・岬之町〕岸壁(-5.5m、-9m、 
        -10m、-13m） 
〔巌流島〕泊地(-3m） 
〔東港〕桟橋改修 
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12 国営土地改良事業の推進について 

（関係府省）農林水産省 

［１］趣 旨 

優良農業地域への農業用水の安定供給と排水機能の維持・向上、及び計画的な生産基盤の整

備に併せた担い手への農地集積等の推進は、農業生産の維持や農業経営の安定、地域農業の振

興を図る上で、極めて重要である。 

また、国土強靱化の観点から、農業水利施設の長寿命化や耐震化対策、排水機能の向上を推

進する必要がある。            

ついては、次の国営土地改良事業について、事業期間内の完了に必要な財源措置を行うこと。 

 

［２］事業概要 

（継続地区） 

地区名 
（位置） 

事業箇所 事業主体 
総事業費 
（百万円） 
（事業期間） 

R2年度 
事業費 
（百万円） 

R2年度事業 
計画の概要 

吉井川地区 

岡山県  
岡山市 
赤磐市 

  備前市 
瀬戸内市 
和気町 

農林水産省 
9,500 

(H25～R4 年度） 
567 

※国営かんがい排水
事業 

ゲート・揚水機場整
備等 

小阪部川地区 

岡山県 
岡山市 
倉敷市 
総社市 
早島町 

農林水産省 
4,500 

(H26～ R5 年度) 
680 

※国営施設機能保全
事業 

放流設備整備等 

児島湾沿岸地区 

岡山県 
岡山市 
玉野市 
倉敷市 

農林水産省 
26,000 

(R 元～ 12 年度） 
796 

※国営総合農地防災
事業 

二重締切鋼矢板打設
等 

寺間地区 
岡山県 
笠岡市 

農林水産省 
2,322 

( R 元～ 6 年度） 
225 

※国営施設応急対策
事業 

ゲート整備等 

揖屋地区 
島根県 
 松江市 

農林水産省 
960 

(H30～R4 年度） 

 
339 

※国営施設応急対策
事業 

排水機場改修等 

南周防地区 

山口県 
 光市 
 柳井市 
 田布施町 

農林水産省 
26,000 

(H23～R9 年度） 
1,573 

※国営緊急農地再編
整備事業 

区画整理・暗渠排
水・ため池整備 

宍道湖西岸地区 
島根県 
 出雲市 

農林水産省 
26,000 

(H30～R11 年度） 

 

1,047 

※国営緊急農地再
編整備事業 

実施設計、ほ場整備、
排水機場整備、換地
業務など 
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13 日本海における漁業秩序の確立について 
 
                        （関係府省）外務省、農林水産省、国土交通省 

 

 

［１］趣 旨 

新日韓漁業協定の締結により、日韓暫定水域においては、韓国漁船の事実上の占拠状態

が続き、我が国漁船が漁場を利用できない状態が続いており、我が国漁船の水揚げが大幅

に減少するとともに、資源の悪化も招いている。 

一方、日本海における我が国排他的経済水域内においては、平成２８年漁期以降、日韓

漁業交渉は相手国排他的経済水域内相互入漁での操業条件等の漁業交渉が妥結しておら

ず、相互入漁が中断状態にあるが、今後の政府間協議の結果次第では、相互入漁が再開さ

れる可能性がある。 

なお、水産庁や海上保安庁の取締強化により、韓国漁船の違反操業は減少傾向にあるが、

現在でも取締の目をかいくぐった違法漁具の設置等が散見されており、相互入漁が再開さ

れた場合、違反操業等が拡大し、我が国漁船の操業不能や漁具被害、水揚げの大幅な減少

など甚大な損害を被るおそれがある。 

ついては、次の内容について提案する。 

 

 

［２］内 容 

１ 暫定水域の資源管理等の推進 

竹島の領土権の確立により排他的経済水域の境界線が画定し、暫定水域が撤廃されるま

での間、両国政府の責任のもとで、日韓暫定水域の資源管理、操業ルールを確立し、日本

海の包括的な資源管理と安全操業の確立を図ること。 

 

２ 我が国排他的経済水域内の操業秩序の確立 

日本と韓国との漁業交渉が妥結し、相互入漁が再開された場合、日本海における我が国

排他的経済水域において、韓国はえ縄漁船、まき網漁船及びいかつり漁船の重要漁場の占

拠、我が国漁船への操業妨害等により、我が国漁業者が不利益を被ってきたことから、許

可隻数の削減、操業規制の強化など必要な対策を講じるとともにバイかご、アナゴ筒、ズ

ワイガニかご漁業の無許可操業を根絶すること。 

 

３ 取締の拡充強化 

我が国漁業者の安全確保と外国漁船の違法操業に対応するため、我が国の領海、排他的

経済水域における海上保安庁、水産庁の取締監視体制の一層の拡充強化を図ること。 

 

４ 韓国・中国等外国漁船操業対策事業の充実 

韓国・中国漁船等の違反操業や投棄漁具が継続して確認されていることから、韓国・中

国等外国漁船操業対策事業を安定的に実施するための基金の一層の充実を図ること。 
 

５ 国直轄の漁場整備の推進 

排他的経済水域の生産力を強化し、漁業経営の安定を図るため、まき網漁業の依存度が

高いマアジ等を対象とする国直轄の漁場整備を推進すること。 
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14 次世代エネルギーへの取組の推進について 
  

（関係府省）経済産業省 

 

 
［１］趣 旨 

東日本大震災後、我が国のエネルギー政策が大きな転換点を迎え、エネルギー源として

の石油や天然ガスなどの重要性が益々高まっているが、将来的に化石燃料の枯渇化や地球

温暖化の進行等、エネルギー問題の深刻化が懸念される中で、水素エネルギーは、燃料電

池自動車や家庭用の定置型燃料電池等のエネルギー源として、また再生可能エネルギーの

効率的な活用を可能とするエネルギー貯蔵媒体として大きな期待が寄せられている。 

国においては、第５次エネルギー基本計画で水素社会実現に向けた取組の抜本強化を掲

げ、水素基本戦略に基づく実行を明記している。さらに、これらの目標達成を確実にする

ため、２０１９年３月に改訂された「水素・燃料電池戦略ロードマップ」では、燃料電池

自動車や水素ステーション等のコスト削減に向けた具体的な目標を掲げ、取組みの加速化

を図ることとしている。 

中国地方においては、瀬戸内沿岸のコンビナートの水素製造能力は全国の約四分の一を

占め、高い供給ポテンシャルを有しており、新たなエネルギーの供給拠点としての事業展

開が期待されており、２０１３年６月には、中・四国、九州地方で初となる液化水素製造

工場が周南コンビナート内で操業を開始するとともに、２０１５年８月には周南市に液化

水素ステーションが設置され、２０１７年１月には鳥取市内に全国初となる、再生可能エ

ネルギーを活用した水素ステーションと住宅、燃料電池自動車を一体整備した、水素エネ

ルギー実証と環境教育の拠点を設置している。 

こうした国の動きや瀬戸内沿岸のコンビナートが持つ高い優位性を活かし、水素供給シ

ステムや燃料電池の部素材等の研究開発を促進し、水素関連産業の育成を図るとともに、

水素社会の実現に向けて水素を活用した地域づくりを進めていく必要がある。 

また、こうした中、近年、我が国の周辺海域でメタンハイドレート等の海洋エネルギー

資源の開発が注目されている。一次エネルギーのほとんどを海外に依存している我が国に

おいて、安全保障の観点からも国産エネルギー資源として大変重要である。 

しかしながら、メタンハイドレートの開発は太平洋側を中心に進められている。また、

石油や天然ガス等の受入施設等はその大半が太平洋側に集中しており、今後、想定される

首都直下型などの巨大地震等により被災した場合は、産業や国民生活に計り知れない影響

を及ぼすことが懸念される。 

国においては、平成２５年度から日本海側においても海洋調査が開始され、平成３０年

度には「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」が改定され、商業化に向けた工程表が初め

て提示される中、令和２年度からは回収・生産技術の研究開発が始まるなど、本格調査・

研究開発等に着手された。我が国のエネルギーの安定供給及び産業や経済の活性化などを

図るため、その開発を一層加速化させる必要がある。 

 

 

［２］内 容 

１ 「水素ステーション」の設置及び運営に対する支援の継続実施 

 

２ 先導的な研究開発や新事業展開に対する支援 

 

３ 燃料電池自動車、バス、フォークリフトなどの導入加速支援 
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４ 水素の供給や利用を促進するため、水素サプライチェーンの構築に対する支援策の構築 

 

５ 日本海沖におけるメタンハイドレートの開発に向けた本格的な資源調査及び回収・生産

技術の研究開発の促進 

（１）日本海沖でのメタンハイドレートの商業化に向け、「海洋エネルギー・鉱物資源開発計

画」に示す回収・生産技術の研究開発や海洋調査、環境影響評価等の各工程を着実に進

め、資源量全体の推計について早急に明示するとともに海洋産出試験の令和５年度まで

の実施を目指すなど、開発を促進すること。 

また、回収・生産技術の研究開発や海洋調査、環境影響評価等に当たっては、日本海

側における知見・技術の活用や人材を育成する面から、地元の大学、中小企業等を積極

的に活用し、地方創生に資するよう努めること。 

 

（２）日本海沖におけるメタンハイドレート等の開発に向けた回収・生産技術の研究開発や

詳細な資源量把握に向けた海洋調査を推進するため、来年度予算においても調査費等を

拡充すること。 

 

（３）大災害の発生時等におけるリダンダンシーの確保や、日本海国土軸の形成の視点も踏

まえ、日本海における海洋エネルギー資源の開発に伴って必要となるエネルギー供給基

地や広域ガスパイプラインの整備を推進すること。 

 

（４）資源の開発が行われる地元に、その供給によって生まれる利益が還流する仕組みづく

りを検討すること。 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Ⅲ 豊かな暮らしで人を惹きつける 

 

中山間地域や島しょ部を創造する中国圏 
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15 離島・中山間地域の総合対策の充実強化について 
     

（関係府省）内閣官房、内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、 

農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 

 

 

［１］趣 旨 

中山間地域は、農地、森林等の資源を多く有し、食料・水・エネルギーの供給、二酸化炭素の

吸収、土砂災害の防止、水源のかん養、美しい景観の保全などを通じて、都市住民の生活や産業

活動を支えるとともに、健全な国土の形成に寄与している。 

また、豊かな自然・歴史・文化・伝統と温もりのある人間関係が残る貴重な地域であり、訪れ

る都市の人々に潤いと癒しをもたらしている。 

しかしながら、若年者をはじめとする人口の流出、農林水産業の衰退、集落機能の低下、医師

不足、生活交通問題、情報通信格差、学校教育環境の維持などの新たな課題が顕在化し、消滅の

危機に瀕する集落も多数生じているなど、中山間地域は、住民生活の維持さえ困難な極めて厳し

い状況となっている。 

人口減少・超高齢社会に突入した我が国が、真に豊かな国家としてあり続けるためには、都市

部と中山間地域が相互に補完・共生する関係を構築し、各地域が自らの特性を生かしつつ、健全

にバランスよく発展していくことが重要である。 

このため、中山間地域の存在意義や実情を踏まえ、国において、中山間地域の活性化のための

総合的な施策を推進することが必要である。 

また、離島地域は、本土に比べ道路整備・汚水処理施設整備などの生活基盤整備がいまだに遅

れており、海上輸送のコスト高が、観光振興・産業振興・定住施策等の離島振興を妨げる大きな

要因の一つともなっている。 

これまで離島振興法によって生活条件の改善、産業基盤の整備など様々な地域振興施策に取り

組み、一定の成果を挙げてきたところであり、平成２４年６月の法改正による離島振興施策の基

本理念及び国の責務の明確化などを踏まえ、引き続き国において離島地域の振興を推進すること

が必要である。 

さらに、平成２９年４月に施行された「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に

係る地域社会の維持に関する特別措置法」に定める有人国境離島地域については、我が国の領海、

排他的経済水域等の保全という重要な役割を担っていることから、国の責務において必要な施策

を策定、実施することが必要である。 

ついては、次の内容について提案する。 

 

 

［２］内 容 

１ 総合的な窓口の設置等  

中山間地域に係る施策推進について、省庁間の調整を行う総合的な窓口を設けるとともに、中

山間地域の維持・活性化に向けた基本方針を定めること。 

 

２ 国庫補助事業の弾力的運用 

中山間地域の市町村は財政力が弱いことから、特性に応じた事業が実施できるよう、所要の財

源を確保するとともに、地域差による採択要件の設定、補助対象の制限緩和など、国庫補助事業

の弾力的な運用を図ること。 

 

３ 離島地域に対する支援施策等の充実・強化 

離島振興法において、離島が我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を果たしてい

ることや、離島振興に必要な施策を国の責務において実施することなどが明確化されたことを踏
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まえ、同法に基づく施策を円滑に実施できるよう、支援制度の充実を図るとともに、離島地域の

生活条件の改善、産業基盤の整備等のための十分な予算の確保を図ること。 

特に、離島活性化交付金については、事業種別に応じた交付率の嵩上げや、対象事業の拡大、

弾力的な運用など、制度を拡充強化するとともに、事業期間の延長を図ること。 

また、有人国境離島地域については、「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に

係る地域社会の維持に関する特別措置法」に基づき、我が国の領海、排他的経済水域等の保全等

に関する活動の拠点としての機能を維持するため、国の機関を設置するなどの施策を講じるとと

もに、特定有人国境離島地域の地域社会の維持を図るために必要な施策を円滑に実施できるよう、

支援制度の充実を図るとともに、十分な予算の確保と地方財政措置を講じること。 

 

４ 都市住民の交流や移住の促進 

都市住民の中山間地域との交流や移住を促進するため、中山間地域の地方公共団体が進める交

流・移住施策に要する財源を措置すること。 

また、企業による中山間地域における社会貢献や交流活動を推進するよう、経済団体の理解の

下、全国組織「移住・交流推進機構」等の活動を通じ、国民的な運動として進めること。 

 

５ 地域資源を活用した産業振興施策の充実強化  

中山間地域での定住に不可欠な安定的な所得を確保できる雇用の場づくりのため、農林水産業

と他産業との融合・複合化による新たな産業興しや地域資源を活用した産業振興に向けた生産体

制整備、商品開発及び販路開拓などへの支援策を一層充実・強化すること。 

 

６ 企業立地の促進等による雇用の場の確保・創出 

中山間地域において魅力ある雇用の場を確保・創出するため、中山間地域に立地する企業に対

して、土地、建物、構築物、機械設備等の投下固定資本への助成や低利融資等を行う制度を創設

するなど、中山間地域における企業立地の促進のための抜本的な産業政策を講じること。 

 

７ 野生鳥獣被害防止対策の充実 

中山間地域においては、野生鳥獣による農林水産業、生活環境等への被害が依然として続いて

おり、地域住民は被害防止のための対策に疲弊している。 

野生鳥獣による被害の根本的解決を図るため、関係省庁の密接な連携のもと、科学的・計画的

な保護管理技術等を早期に確立するとともに、必要な予算確保と実効性ある被害防止対策を講じ

ること。 

特に、鳥獣被害から農地を保全し、中山間地域での農業経営や定住の意欲を維持するための「鳥

獣被害防止総合対策交付金」については、十分な予算を今後も安定的に確保するとともに、ソフ

ト対策については従来どおり定額助成とすること。 

また、「指定管理鳥獣捕獲等事業」については、必要な経費について確実な財源措置を講じる

こと。 
 
８ 農林地の所有権の在り方の再構築 

  集落規模が縮小していく中、所有者が不明の農地や森林及び宅地・家屋が増えるとともに、境

界の確認も困難になりつつある。こうした実態を把握し、今後の所有権と利用・保全の在り方に

ついて、検討を進めること。 

 

９ 高校における教育環境の整備 

中山間地域の高校における教育環境整備のため、教員の定数加配措置と、ＩＣＴ支援員の配置

を含めた遠隔教育のための環境整備に必要な財政措置を講じること。 

 

10 環境学習や体験プログラムの推進 

離島・中山間地域が持つ公益的機能についての国民的合意形成のため、環境学習や体験プログ

ラムの実施を積極的に推進すること。 
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11 地域コミュニティ組織による生活サービス事業の実施等の促進 

生活店舗の閉鎖や生活路線バスの減便などが続く中山間地域においては、地域コミュニティ組

織などの自治組織が生活サービス事業を実施する事例が増えつつあるが、その多くは財政基盤が

脆弱な任意団体であることから、事業の実施や拡充が促進されるよう、適切な法制度の整備及び

税財政・金融上の優遇措置について、早期に検討を進めること。 
 
12 「小さな拠点」の形成 

「まち・ひと・しごと総合戦略」にも掲げられた、いわゆる「小さな拠点」の形成については、

今後の離島・中山間地域対策の一つの方策となるものであり、地域や市町村の意向をしっかり踏

まえ進めていくこと。 

  また、条件不利地域において、生活機能を確保していくための仕組みの構築や地域資源を活用

した産業の振興については、相当の時間と労力がかかることから、中長期的に十分な予算額の措

置を行うこと。 
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16 過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制

定について 
     

（関係府省）内閣官房、内閣府、総務省、財務省、文部科学省、 

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 

 

 

［１］趣 旨 

過疎地域は、豊かな自然や歴史・文化を有する地域である。また、食料の供給、水源のか

ん養、国土・自然環境の保全、癒やしの場の提供、地球温暖化の防止等の多面的な機能を担

う国民共通の財産であり、国民のよりどころとなる資産として、未来の世代に引き継いでい

く必要がある。 

しかしながら、若年者の流出による人口減少と少子・高齢化の一層の進行、地域産業の衰

退による地域格差の拡大、医師不足やいわゆる小規模高齢化集落の増加など様々な問題の発

生により、地域の社会機能の維持が困難となる地域が拡大しつつあるので、新たな法律を制

定し、引き続き、総合的な対策を講じる必要がある。 

ついては、次の内容について提案する。 

 

 

［２］内 容 

平成１２年に施行された現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は、平成２２年と平成 

２４年の法改正により法期限が令和２年度末まで延長されてきた。 

現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和２年度末に失効することとなるが、過疎地

域が果たしている多面的・公益的機能を維持していくためには、引き続き、過疎地域に対し

て総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進す

ることが重要である。 

このため、国においては、過疎地域の持続可能性を確保する観点から、新たな法律を制定

し、引き続き総合的な対策を講じるとともに、次の事項について配慮すること。 

 

（１）指定要件の見直しに当たっては、現行の過疎地域が引き続き過疎地域に指定されるよ

う、最大限の配慮をすること。 

 

（２）新たな過疎対策法においても、現行法第 33条に規定するいわゆる「みなし過疎」と「一

部過疎」の取り扱いを継続すること。また、要件の設定にあたっては、合併した旧市町

村の状態を適切に反映する基準値等となるよう十分に検討すること。 

 

（３）過疎地域の振興と持続可能な地域社会の実現が図られるよう、新たな過疎対策法にお

いても、過疎対策事業債をはじめとした財政措置や支援措置の継続・拡充を図ること。 
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17 中国山地における旧緑資源幹線林道の整備推進について 

 

 （関係府省）農林水産省 

 

 

［１］趣 旨 

旧緑資源幹線林道は、過疎地域、産業の停滞ひいては地域社会の崩壊が危惧される中国

山地の振興を図ることを目的とし、林業を中心とした総合的な地域開発を推進するため地

域路網の骨格として整備するものであり、事業主体であった独立行政法人緑資源機構が昭

和４８年度から実施していたが、半世紀近く経過した現在、なお完了には至っていない。 

そうした中で、緑資源機構の談合問題を受けて、独立行政法人が行う事業としては廃止

され、平成２０年度より地方公共団体を事業主体とした「山のみち地域づくり交付金事業」

に、平成２３年度より「地域自主戦略交付金」に移行され、さらに平成２４年度補正から

は｢農山漁村地域整備交付金｣において実施されることとなったが、当該交付金については、

予算の減少傾向が顕著であり、計画的な事業実施が困難となっている。 

ついては、旧緑資源幹線林道の整備に当たっては、国の責務として整備が必要な区間の

完成を図るために必要な措置を講じること。 

 
 
［２］事業概要 

路線名 
延 長 
（km） 

うちＲ元年度末まで
の整備済延長（km） 

総事業費 
（億円） 

区 間 

若桜・江府線 66.6 51.1  397 鳥取県若桜町～鳥取県日野町 

金城弥栄線 25.2 11.9 176 
島根県浜田市金城町～島根県浜田
市弥栄町 

三隅線 8.8 5.8 53 島根県浜田市三隅町 

匹見美都線 4.0 0 16 
島根県益田市匹見町～島根県益田
市美都町 

比和・新庄線 49.6 45.0 204 広島県庄原市～広島県北広島町 

大朝・鹿野線 51.5 42.8 233 広島県北広島町～山口県周南市 

鹿野・豊田線 41.2 37.5 151 山口県周南市～山口県下関市 
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18 流域下水道整備事業の推進について 

 
（関係府省）総務省、国土交通省 

 
 
［１］趣 旨 

地方の豊かな水環境を保全し、住民の快適な生活環境を実現するためには、下水道の整

備を進めることが必要である。特に、中国地方においては、瀬戸内海をはじめ、児島湖、

東郷池、中海及び宍道湖等の汚濁物質が蓄積し易い閉鎖性水域を含む流域において水質の

保全を図ることは、重要な課題となっている。 
また，国の財政制度等審議会において、下水道事業に対する国の財政支援は、未普及対

策と雨水対策に重点化していくべきと提言されている。 
ついては、次の下水道事業の整備促進を図るための財源確保を行うとともに、引き続き、

老朽化対策への国庫補助制度による適切な財政支援を行うこと。 
 
 
［２］事業概要 

【天神川流域下水道事業】 

事 業 名 事業主体 

事 業 内 容 

全体計画 
面積（ha） 

全体計画 
人口（万人） 

R 元年度整備状況 

面積（ha） 人口（万人） 

天神川流域下水道事業 鳥取県 2,725 5.6 1,900 5.8 

 

事 業 名 
総事業費 
（百万円） 

（事業期間） 

R２年度    
までの事業費

累計 
（百万円） 

R２年度 
事業費 

（百万円） 

R３年度 
事業費 

（百万円） 

R３年度 
事業内容 

天神川流域下水道事業 
47,700 

（昭和 48～平成 35 年度） 
44,444 354 1,379 

処理場・ 
管路改築 

流域関連 
公共下水道事業 

97,771 
（昭和 52～平成 29 年度） 

70,645 110 294 
管路整備・ 
改築 

 

【宍道
し ん じ

湖流域下水道事業】 

事 業 名 事業主体 

事 業 内 容 

全体計画 
面積（ha） 

全体計画 
人口（万人） 

R 元年度整備状況 

面積（ha） 人口（万人） 

宍道
し ん じ

湖流域下水道事業 島根県 10,372 27.0 8,093.9 26.4 
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事 業 名 
総事業費 
（百万円） 

（事業期間） 

R２年度   
までの事業費

累計 
（百万円） 

R２年度 
事業費 

（百万円） 

R３年度 
事業費 

（百万円） 

R３年度 
事業内容 

宍道
し ん じ

湖流域下水道事

業 

138,715 
（昭和 48 年度～） 

119,731 2,082 未定 処理場、管渠改築 

流域関連 
公共下水道事業 

314,000 
（昭和 48 年度～） 

262,029 2,729 未定 
松江市外 2 市 
処理場改築 
管渠整備 

 
【児島湖流域下水道事業】 

事 業 名 事業主体 

事 業 内 容 

全体計画 
面積（ha） 

全体計画 
人口（万人） 

R 元年度整備状況 

面積（ha） 人口（万人） 

児島湖流域下水道事業 岡山県 13,654 67.7 9,307 53.9 

 

事 業 名 
総事業費 
（百万円） 

（事業期間） 

R２年度   
までの事業費

累計 
（百万円） 

R２年度 
事業費 

（百万円） 

R３年度 
事業費 

（百万円） 

R３年度 
事業内容 

児島湖流域下水道事業 
139,000 

（昭和 53 年度～） 
121,287 1,518 未定 

処理場の更新
工事等 

 
【太田川・芦田川・沼田川流域下水道事業】 

事 業 名 事業主体 

事 業 内 容 

全体計画 
面積（ha） 

全体計画 
人口（万人） 

R 元年度整備状況 

面積（ha） 人口（万人） 

太田川流域下水道事業 広島県 5,254 28.8 4,291 31.1 

芦田川流域下水道事業 広島県 11,726 35.7 7,192 33.4 

沼田川流域下水道事業 広島県 2,068 4.8 1,470 4.9 

  

事 業 名 
総事業費 
（百万円） 

（事業期間） 

R２年度   
までの事業費

累計 
（百万円） 

R2 年度 
事業費 

（百万円） 

R3 年度 
事業費 

（百万円） 

R3 年度 
事業内容 

太田川流域下水道事
業 

141,223 
（昭和 53 年度～） 

119,017 331 未定 
処理場の更新
工事 
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芦田川流域下水道事
業 

110,375 
（昭和 49 年度～） 

110,263 302 未定 
処理場の増設
及び更新工事 

沼田川流域下水道事
業 

48,500 
（平成 3 年度～） 

35,207 529 未定 
処理場の増設
及び更新工事 

 

【周南・田布施川流域下水道事業】 

事 業 名 事業主体 

事 業 内 容 

全体計画 
面積（ha） 

全体計画 
人口（万人） 

R 元年度整備状況 

面積（ha） 人口（万人） 

周南流域下水道事業 山口県 2,923 6.7 1,989 6.8  

田布施川流域下水道事業 山口県 1,587 2.0 559 1.4 

 

事 業 名 
総事業費 
（百万円） 

（事業期間） 

R２年度 
までの事業費

累計 
（百万円） 

R２年度 
事業費 

（百万円） 

R３年度 
事業費 

（百万円） 

R３年度 
事業内容 

周南流域下水道事業 
41,456 

（昭和 52 年度～） 
38,111 332 未定 

処理場の更新
工事 

田布施川流域下水道事
業 

13,179 
（平成 3 年度～） 

12,619 271 未定 
処理場の更新
工事 
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19 宍道湖・中海及び児島湖における水質保全対策の推進について 

 

（関係府省）農林水産省、国土交通省、環境省 

 

 

［１］趣 旨 

宍道湖・中海は、優れた景観と豊富な水産資源に恵まれた国民的財産であるが、その水質は

環境基準を達成していない。このため、鳥取、島根両県では、湖沼水質保全特別措置法（湖沼

法）に基づく湖沼水質保全計画を策定するなど水質浄化施策を推進しており、平成２２年４月

には、鳥取・島根両県と沿岸の４市、国の関係機関が共同で中海会議を設置し、未来に向かっ

て、より良い中海圏域を築くため活動しているが、この会議において引き続き水質改善を図っ

ていくこととしている。 

また、児島湖は、農業用の貴重な水源であるとともに、豊かな水産資源を育む漁業の基盤で

あるが、環境基準を達成していないため、湖沼法に基づき湖沼水質保全計画を策定し、水質改

善施策を推進している。 

このような状況下、施策、技術の両面における国の強力な支援が不可欠であり、次の事項に

ついて、必要な措置を講じるよう要望する。 

 

 

［２］内 容 

１ 湖沼法指定湖沼における水質保全対策を積極的に推進すること 

（１）さらなる水質改善を図るため、ヨシ原の適正な管理、浅場の造成、覆砂、海藻回収、窪地

対策の検討などによる湖底環境の改善など環境改善への積極的な取組 

（２）その他の効果的な湖沼直接浄化対策の調査検討 

（３）湖沼水質保全計画等に基づき、県や市町、各種民間団体が実施する事業への財政支援拡充、

創設 

（４）アオコ、水草等の発生時における、速やかな回収、処理など適切な対策実施 

（５）児島湖の水質改善に寄与する環境用水の導水に係る水利権制度の柔軟な運用 

 

２ 湖沼の水質改善を図るための調査研究を推進すること 

（１）汽水湖沼の汚濁メカニズムについての総合調査の推進 

（２）赤潮、アオコなどプランクトンの異常発生や水草の繁茂拡大を防止するために必要な調査

等の推進 

（３）非特定汚染源負荷対策を促進するための調査研究の充実強化 

（４）さらなる流入負荷量低減に寄与する下水道等の高度処理技術の開発 

 

 



 

- 46 - 
 

20 海洋ごみ対策の推進について 

 

（関係府省）国土交通省、環境省 

 

 

［１］趣 旨 

海洋ごみ対策は、国際的な対応を含め、国が責任を持って取り組むべき問題であり、漂流・

海底ごみの回収・処理等への支援制度については、平成２７年度以降地方負担割合が増嵩して

いること等から、十分な予算を確保するとともに恒久的な財政支援制度に改善すること。 
特に、平成２８年度以降、年明けから３月頃までにかけ、山陰地方など日本海側の沿岸部に

は対岸諸国から大量のポリタンクが漂着し、回収・処理に対応した地方公共団体には過大な負
担が生じたため、国は財政支援の充実と、外交ルートを通じた再発防止策を強く要請すること。 

また、回収・処理のルールづくりや国管理河川における早期回収・処理、意識啓発等に取り
組むこと。 

 

 

［２］内 容 

１ 地域環境保全対策費補助金の所要額確保と地方負担の廃止 

（１）地域環境保全対策費補助金（海岸漂着物等地域対策推進事業）について、令和２年度所要

額は全国で約３７億円（令和２年度は当初予算約３７億円）措置されたが、これまでその予

算の大半が補正予算で措置されることが繰り返されており、確実に事業を実施していくため

に、今後も引き続き当初予算で所要額を確保すること。 

（２）当該補助金については、平成２７年度から地方負担が生じており、平成２８年度以降、さ

らに補助率が引き下げられているが、海洋ごみ対策は国の責任において取り組むべき問題で

あることから、地方負担を廃止すること。 

 

２ ポリタンク大量漂着に対する支援 

平成２８年度以降、年明けから３月頃までにかけ、山陰地方など日本海側の沿岸部には対岸

諸国から大量のポリタンクが漂着し、多大な経費と手間を要した上、中には強酸性を示す液体

が含まれていたことから、健康被害や優良な漁場への深刻な影響も懸念される。 

国は外交ルートを通じ対岸諸国に対し原因究明と再発防止策を強く要請するとともに、地方

公共団体が大量の漂着物を処理した場合には、支援制度の上乗せ等の特別措置を講じること。 
  
  ＜ポリタンク漂着数＞                        （単位：個） 

 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

全 国 14,465 20,221 16,029 16,310 14,335 － 

鳥取県 130 26 475 534 525 243 

島根県 1,719 584 4,051 3,281 1,503 1,784 

山口県 710 681 1,286 1,170 1,185 1,345 

 

３ 海洋ごみ対策のルールづくり 

海面を漂流するごみや、海底に堆積するごみ等の回収・処理のルールを明確化すること。 

 

４ 河川における対策 

閉鎖性水域である瀬戸内海においては、河川からのごみの流出防止が重要であることから、
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国管理河川におけるごみの早期回収・処理を実施すること。 

 

５ 海洋ごみ対策への意識啓発等 

海洋ごみの及ぼす環境への影響について、地域住民の正しい理解が深まるよう、正確な情報

を発信し、発生抑制に向けた意識啓発や環境教育を積極的に行うこと。 

 





 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Ⅳ 新たなステージにも対応する 

 

安全・安心な中国圏 
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21 大規模災害に強いインフラの整備について 

 

（関係府省）内閣官房、内閣府、総務省、財務省、文部科学省、 

厚生労働省、農林水産省、国土交通省  

 

 

［１］趣 旨  

平成３０年７月５日からの記録的な豪雨により、２００人を超える多くの尊い人命が失

われるとともに、河川の氾濫や土砂災害等による甚大な被害が発生した。被災地では、多

くの建物をはじめ、道路、河川、上下水道、ため池、鉄道、さらに農林水産業や商工業等

にまで広範に被害が生じ、住民生活や経済活動に多大な影響を及ぼし、復旧・復興に向け

ては豪雨災害として過去に類を見ないほどの費用や時間が必要になると見込まれている。 

また、昨年９月の台風１５号、１０月の台風１９号や、平成３０年９月の台風２４号、

北海道胆振東部地震、６月の大阪北部を震源とする地震、４月の島根県西部を震源とする

地震や、平成２８年１０月の鳥取県中部を震源とする地震など、近年、全国各地で大規模

な災害が相次いでおり、復旧・復興に向けて官民が全力を挙げているところである。 

その上、豪雪による幹線道路の大規模な滞留や長時間の通行止めのほか、列車の長時間

にわたる立ち往生、路線バスや航空便の数日間の運休・欠航なども発生している。 

こうした中、中国地方において、近い将来発生が懸念されている南海トラフ地震などの

大規模地震やそれによって生じる津波等の大規模な災害などに備え、公共施設等の耐震・

津波対策を推進するとともに、緊急輸送ネットワークの確立と強化及び老朽化が進みつつ

ある土木施設等の維持管理・更新を図る必要がある。 

 

 

［２］内 容 

１ 連続性・一体性ある強いインフラの推進  

中国地方には、依然として高速道路等のミッシングリンクや暫定２車線区間が存在して

おり、大規模災害時における物流の寸断は、中国地方に留まらず、日本全体の社会経済活

動に影響を及ぼすおそれがある。このため、災害時における産業活動の継続性を確保し、

経済活動への影響を最小限にくい止めるためにも、早急にこれらを解消していくとともに、

連続性・一体性の観点から、大規模災害に強いインフラの整備を推進すること。 

なお、地方における道路整備に係る事業評価に当たっては、人口・通行量等のみによっ

て判断して、条件不利地域を切り捨てることのないよう、災害対策や救命救急率の向上、

観光客の増加等、地方が道路整備に期待する効果を積極的に取り入れること。 

 

２ 地震・津波による防災対策の推進  

地震・津波による堤防決壊によって引き起こされる災害を防止するため、河川・海岸に

おける堤防強化等の耐震性向上対策や高潮・津波対策を推進すること。 

 

３ 緊急輸送ネットワークの確立と強化  

大規模災害時の被災者支援や復旧資材の輸送を迅速かつ確実に行うためには、広域的な

人流・物流の代替ルートを確保する必要があり、空港、港湾、漁港、道路、鉄道の交通イ

ンフラにおいて多重性・代替性を向上させる緊急輸送ネットワークの整備を推進するとと

もに、圏域を跨いだ自治体やライフライン事業者等関係者の協力体制の構築に向けた支援

を行うこと。 



 

- 50 - 
 

あわせて、各交通インフラにおける適切な耐震施設の配置や緊急輸送道路における橋梁

の耐震補強などの耐震対策を推進すること。 

また、平成３１年４月に、全国３万５千キロメートルの供用中道路が「重要物流道路」

として指定され、さらに今年度策定予定の新広域道路交通計画を踏まえ、計画路線を含め、

追加指定されることとなっているが、この指定・整備にあたっては地域の意見を反映する

とともに、重要物流道路の代替・補完路も含めて補助事業等による重点支援を行うこと。 

 

 ４ 国土強靱化地域計画等に基づく強靱化対策の着実な推進  

（１）国土強靱化地域計画等に基づき、優先的に道路・河川・砂防・海岸・農業農村整備・

治山事業等の防災・減災対策、住宅・建築物等の耐震化対策、水道施設の災害等防止対

策を図る必要があるものに対して集中的に対策が講じられるよう、併せて強靱化を推進

していくための人材確保・育成に係る地方の取組が促進されるよう、新たな予算枠を確

保すること。 

（２）防災・減災，国土強靱化のための３か年緊急対策により，国と地方が一体となって喫

緊の防災・減災対策に集中的に取り組んできたが，激甚化・頻発化する自然災害に対す

る抜本的な対策としてはなお十分とは言えない。そのため，地方公共団体の策定する国

土強靱化地域計画等に基づく取組が確実に実施できるよう，令和３年度以降も必要な財

源を安定的に確保し，これまで以上に強靱な国土づくりを強力かつ継続的に進めること。 

    また，地方が国土強靱化に資する対策を円滑に進められるよう，緊急防災・減災事業

及び緊急自然災害防止対策事業の延長など地方財政措置の拡充を図ること。 

 

５ 総合的な水害・土砂災害対策等の推進  

（１）平成３０年７月豪雨災害では多くの箇所で越水や堤防の決壊が発生するとともに、土

砂・流木の流出による被害が発生していることを踏まえ、中小河川における治水安全度

の再検証を行い、堤防の整備、河道掘削などの治水対策と、砂防えん堤や急傾斜地崩壊

防止施設の整備などの土砂災害対策を迅速かつ強力に推進するとともに、ダム放流時も

含めた安全対策を講じ、これらに必要な財政措置を講じること。 
 
（２）近年の多発する豪雨によって、甚大な土砂災害、山地災害を被った箇所では、地盤の

緩み等により、より少ない降雨で土砂災害が発生する懸念があり、早期に災害の再発防
止措置を講じる必要があるため、被災地で現在進めている砂防・治山事業などの土砂災
害対策が早期に完了し、安全性が向上するよう特段の配慮をすること。 

 

（３）土砂災害特別警戒区域指定後の定期的な区域の見直しのため、土砂災害防止法に基づ

く基礎調査に係る交付金について所要額を確保するとともに、地方の実情に即した配分

とするなど、財政的支援を行うこと。 

 

（４）土砂・流木の流出による河道埋そくについて、河川の治水対策と流出土砂対策を一体

的に検討する専門的知見と、工事実施について高度な技術力を要することから、二次災

害防止対策や応急対策を含め、土砂災害専門家による調査などの技術支援を行うこと。 

 

６ 建築物の耐震化促進  

災害応急対策の拠点となる庁舎や避難所となる学校などの施設、不特定多数の者が利用

する大規模施設、また、住宅や社会福祉施設等について、建築物等の耐震化のための財政

支援をより一層拡充すること。 

特に、住宅の耐震化は、様々な地震対策の前提条件となるいわば“入口”に位置付けら

れる最重要施策であることから、防災・安全交付金の重点配分対象事業とするなど、確実

な財源措置等を行うこと。 
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また、住民の信頼を損なう免震・制振ダンパー不適合について、早急に実態を明らかに

し、不良ダンパーの交換が速やかに実施されるように、責任をもって対応すること。 

  

７ 社会資本の適正な維持管理の推進  

   国民の貴重な財産である社会資本を次世代に確実に引き継ぐため、既存施設の維持管

理・修繕・更新を適切かつ確実に進めることができるよう、点検等に係る起債制度の拡充、

補助及び交付金制度の要件緩和や国費率の嵩上げなど、地方等への財政支援の拡充により

社会資本の適正な維持管理を推進・強化する地方の取組を支援するとともに、確実な財源

確保を行い、その配分に当たっては、地方の要望を十分反映し地方の実情に即したものと

すること。 

   また、維持管理・修繕・更新に関する技術開発の推進や技術者の育成など、社会インフ

ラの老朽化対策を着実に推進すること。 

さらに、道路の落石事故防止等の安全確保対策に積極的な支援を行うこと。 

併せて、下水道については、令和２年度から管渠の単純な改築に対する支援が順次廃止

されるとともに、令和３年度以降は機能向上を伴う改築に対する支援の縮減という見通し

が国から示されているが、下水道施設は極めて公共性が高い役割を担っていること等を踏

まえ、引き続き、老朽化対策への国庫補助制度による適切な財政支援を行うこと。 
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22 大規模災害に強い日本海側のリダンダンシー機能の充実・確保

について 
 

（関係府省）内閣官房、内閣府、総務省、財務省、農林水産省、国土交通省 

 

 

［１］趣 旨 

平成７年１月の阪神・淡路大震災を契機として、日本海側のリダンダンシー機能の充実・確

保の重要性が叫ばれてきた。平成２３年３月の東日本大震災では、被災のなかった日本海側の

道路・鉄道・港湾等が救助・救援やその後の復旧活動等に当たって全面的に活用されたことか

ら、日本海側と太平洋側の連携を強化し、多重性・代替性の確保を図りつつ両面を強化するこ

との重要性が再認識された。平成２６年６月に策定（平成３０年１２月変更）された「国土強

靱化基本計画」においても、現在諸機能が集中している太平洋側だけでなく日本海側も重視し、

日本海側と太平洋側の連携を図る国土づくりを進めるなど多重性・代替性を高めるという推進

方針が示されている。 

また、近年の東アジア諸国やロシアの経済活動の活発化を背景に日本海側の貿易が拡大し、

エネルギー開発の面でも日本海側の活用が増大していること等から、経済活動の面においても

日本海側を活用していくことの重要性が高まっている。 

このように、社会資本整備の面だけでなく経済活動の面でもリダンダンシー機能の充実・確

保を図っていく必要がある。 

特に中国地方は、関西と九州の中間に位置し双方の拠点都市を繋げる地域であること、また

日本海側と瀬戸内海側の間に脊梁をなす中国山地を挟んでおり双方の地域が同時に被災するリ

スクが小さいことから、中国地方における日本海側のリダンダンシー機能の充実・確保を図る

ことは日本国土の強靭化を図る上で重要である。 

さらに、高度な技術や知識・経験を有する人材についても日本海側に確保し、育成していく

体制を構築していくことが必要である。 

 

 

［２］内 容 

１ 日本海側のリダンダンシー機能の充実・確保 

同時被災のリスクが小さく、また土地利用状況を踏まえたルート調整が比較的容易な日本海

側（山陰地域）に着目し、高速道路等のミッシングリンクの解消等複数軸の公共インフラの整

備を早急に進め、リダンダンシー機能を充実・確保すること。 

 

 ２ リダンダンシー機能を踏まえた事業化手法の構築 

東日本大震災等の教訓を活かし、道路・鉄道・港湾・空港の社会資本が持つ多重性・代替性

等を事業化に関する評価の項目に追加すること。 

 

３ リダンダンシー機能を充実・確保するための人材確保・育成 

日本海側における高度な技術や知識・経験を有する各分野の人材の確保・育成に向けた支援

策を講じること。 

 



 

- 53 - 
 

23 日本海側における地震・津波研究の充実について 

 

（関係府省）内閣官房、内閣府、総務省、財務省、文部科学省、国土交通省 

 

 

［１］趣 旨 

 日本海側における地震・津波対策については、平成２６年８月の「日本海における大規模地

震に関する調査検討会」において、統一的な最大クラスの津波断層モデルが設定され、それら

に基づいた対策が沿岸道府県において進められているところである。 

しかしながら、日本海側、とりわけ、山陰沖などは観測データが十分に得られていない状況

であり、沿岸の地震・津波対策への懸念が残されている。 

今後、沿岸道府県において進められる「津波防災地域づくり」を推進・充実させるためには、

日本海側の地震・津波研究の充実を図る必要がある。 

 

 

［２］内 容 

１ 日本海沿岸全域の歴史地震・古津波調査 

日本海側で過去に発生した津波の実態を解明するため、広域的な観点から、現在、進められ

ている「日本海地震・津波調査プロジェクト」において、日本海沿岸の津波堆積物調査などの

「歴史地震・古津波調査」を主体的に実施されるとともに、調査結果及び解析結果の情報提供・

共有を図ること。  

 

２ 日本海海域における海域構造調査・津波及び強震動の予測 

沿岸道府県において進められる「津波防災地域づくり」を推進・充実させるため、現在、進

められている「日本海地震・津波調査プロジェクト」において、日本海海域における地形・活

断層を詳細に調査する「海域構造調査」及びその評価並びに津波及び強震動の予測を早急に実

施し、公表すること。 

公表後は、地震調査研究推進本部において、総合的な評価を早期に行い、「日本海における大

規模地震に関する調査検討会」の検討結果に反映させること。 
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24 河川総合開発事業等の推進について 

 

（関係府省）国土交通省 

 

［１］趣 旨 

近年の気候変動に伴い雨の降り方が局地化、激甚化しており、今後、新たなステージに対応

した防災・減災対策への取組が重要となっている。 

新たなステージに対応するためには、現在の「比較的発生頻度の高い降雨等」に対して、施

設によって防御することが基本であり、これまで進めている治水事業をより一層着実に推進す

る必要がある。 

ついては、国土強靭化を推進するとともに、国民の命を守り、社会経済活動が麻痺するよう

な最悪の事態を回避するため、根幹となる治水対策の事業促進が図られるよう必要な財源措置

を講じること。 

 

 

［２］事業概要 

【斐伊川及び神戸川の治水対策（鳥取県、島根県）】 

名 称 事業主体 事業期間 位 置 

大橋川改修及び 
中海・宍道湖の湖岸堤の整備 

国土交通省 昭和 57年度～ 米子市、境港市、松江市 外 

 

【高梁川の治水対策（岡山県）】 

名 称 事業主体 事業期間 位 置 

小田川付替 国土交通省 平成 26年度～ 倉敷市 

 

【太田川の治水対策（広島県）】 

名 称 事業主体 事業期間 位 置 

太田川改修（寺山地区） 国土交通省 平成 27年度～ 広島市 

 

【平瀬ダムの整備（山口県）】 

名 称 事業主体 事業期間 位 置 

平瀬ダム 山口県 昭和 63年度～ 岩国市、周南市 

 

【大河内川ダムの整備（山口県）】 

名 称 事業主体 事業期間 位 置 

大河内川ダム 山口県 平成 2年度～ 長門市 
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【木屋川ダムの整備（山口県）】 

名 称 事業主体 事業期間 位 置 

木屋川ダム 山口県 平成 21年度～ 下関市、長門市 

 

【矢原川ダムの整備（島根県）】 

名 称 事業主体 事業期間 位 置 

矢原川ダム 島根県 平成 26年度～ 浜田市、益田市 

 

【波積ダムの整備（島根県）】 

名 称 事業主体 事業期間 位 置 

波積ダム 島根県 平成 6年度～ 江津市 
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